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§ １ ． 総 説  

１．生活排水処理構想策定（見直し）の目的 

国民すべてが生活の豊かさを実感できる社会の実現に向けて、快適な生活環境づくりや良

質な水環境づくりが望まれており、生活排水処理施設の整備が急務となっている。 

生活排水処理施設の整備は、公共下水道1事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業、

浄化槽設置整備事業等により実施されている。しかしながら、市街地、農山漁村等を含めた

市全域で効率的な生活排水処理施設の推進を図るためには、各種生活排水処理施設の特性等

を踏まえ、経済比較を基本としつつ水質保全効果、汚泥処理方法等の地域特性や地域住民の

意向を考慮し、効率的かつ適正な整備手法の選定を行うことが必要不可欠といえる。 

このような背景の中、今般の人口減少や厳しい財政事情等を踏まえ、都道府県構想の見直

しを徹底するとともに、早期の生活排水処理施設の概成を目指すため、「持続的な汚水処理

システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル」（平成26年１月 国土交通省・農林水

産省・環境省）が示された。 

これを受けて、香川県では「第４次香川県全県域生活排水処理構想」を策定することとな

り、併せて三豊市においても、地域の実情に適した効率的な整備手法に見直すこととなった。 

 

２．構想策定（見直し）の方針 

今回の生活排水処理構想では、次のマニュアル等に基づいて見直しを行うものとする。 

・「第４次香川県全県域生活排水処理構想 策定要領」（平成27年１月 香川県） 

・「第４次香川県全県域生活排水処理構想 市町整備計画作成マニュアル」（平成27年１

月香川県） 

・「持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル」（平成26年１

月 国土交通省・農林水産省・環境省） 

 

また、検討を進める上での、基本方針は次のとおりとする。 

・整備済みの処理区域は、その事業を継続するものとする。 

・整備済みの処理区域以外については、現構想において個別処理（合併処理浄化槽）に位

置付けられており、浄化槽設置整備事業を実施している。今回の構想においてもこの事

業を継続するものとして検討対象から除く。 

 

                             
1 公共下水道とは「公共下水道（広義）」のことをいい、Ｐ３の「公共下水道事業」と「特定環境保全公共下水道事業」のこ

とを指す。 
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３．構想策定手順（見直し手順） 

構想の策定（見直し）は、「市町整備計画作成マニュアル」を参考に、次に示す手順で策

定する。 

 

1.基礎調査 ①生活排水処理施設等の整備状況の把握・整理 

②生活排水処理施設整備の課題と取組み 

③土地利用の現況 

④構想に用いる将来人口等の設定 

  

 

2.検討単位区域の設定 ①検討単位区域の設定方法 

②既整備区域等の把握・設定 

③既整備区域等以外の把握・設定 
  

 

3.処理区域の設定 ①処理区域の設定手順 

②検討単位区域毎の将来人口等の設定 

③既存生活排水処理施設の状況と把握 

④経済性を基にした集合処理・個別処理の比較 

⑤集合処理区域（既整備区域等含む）と個別処理区域との接続検討 

⑥集合処理区域（既整備区域等含む）同士の接続検討 

⑦整備時期、水質保全効果、地域特性、住民の意向等を考慮した集合

処理区域・個別処理区域の設定 

  

 

4.整備・運営管理手法

の選定 

①整備手法の選定 

②事業間連携の検討 

  

 

5.整備・運営管理手法

を定めた整備計画の

策定 

①事業優先度の検討 

②概算事業費の算定 

③生活排水処理施設の経営の長期見通しを踏まえた実施可能事業量の

検討 

④効率性・公平性を考慮した整備方針の設定 

⑤整備スケジュールのとりまとめ 

  

 

6.処理水及び汚泥の基

礎調査と検討 

①処理水・汚泥処理の現況・計画の整理 

②処理水量・汚泥量の予測 

③処理水の再利用水量及び汚泥の有効利用量の予測   

 

7.整備計画（案）の公

表 

①市ホームページ・市広報誌 

②パブリックコメント（住民の意見募集） 

  

 

8.整備計画の報告 ①計画調書（様式提出） 

②市整備計画作成調書（様式提出） 

③生活排水処理施設整備計画図 基準年次(平成25年度)･中間年次(平

成32年度)･目標年次(平成37年度)･長期計画年次(平成47年度) 

 

 

図３－１ 構想策定手順（見直し手順） 
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４．生活排水処理施設の種類 

生活排水処理施設整備を進めるために、次のような事業がある。 

三豊市では、これらの事業のうち、「農業集落排水事業」、「漁業集落排水事業」、「浄

化槽設置整備事業」、「浄化槽市町村整備推進事業」を実施している。 

 

      

公共下水道事業（国土交通省） 
      

       

      

特定環境保全公共下水道事業（国土交通省） 
      

       

   

集
合
処
理
施
設

  

農業集落排水事業（農林水産省） 
     

      

     

漁業集落排水事業（農林水産省） 
     

      

     

林業集落排水事業（農林水産省） 

生
活
排
水
処
理
施
設 

    

      

     

簡易排水施設整備事業（農林水産省） 
     

      

     

コミュニティ・プラント（環境省） 
     

      

     

小規模集合排水処理施設整備事業（総務省） 
     

      

  

個
別
処
理
施
設 

  

浄化槽設置整備事業（環境省） 
     

      

     

浄化槽市町村整備推進事業（環境省） 
     

      

     

個別排水処理施設整備事業（総務省） 
     

       

三豊市で実施している事業    

 

集合処理施設：農業集落排水事業、漁業集落排水事業 

集合処理とは、家庭の台所、水洗トイレや事業所からの汚水を「管渠（汚水管）」で集め、

「処理場（終末処理場）」でまとめて処理する方式である。家屋や事業所が密集している市

街地や集落などに適している。 

 

個別処理施設：浄化槽設置整備事業、浄化槽市町村整備推進事業 

個別処理とは、家庭の台所、水洗トイレや事業所からの汚水を、家庭や事業所ごとに設置

された合併処理浄化槽で個別に処理する方式である。家屋や事業所が点在する地域に適して

いる。 
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§ ２ ． 生 活 排 水 処 理 構 想  

１．基礎調査 

１－１ 生活排水処理施設等の整備状況の把握・整理 

三豊市においては、平成18年度に策定された構想（以下「現構想」という。）に基づき、

生活排水処理施設の整備が進められている。（図１－１） 

現構想の目標年次（平成27年度）と平成25年度末の実績を比較すると表１－１に示すとお

りとなる。厳しい財政状況もあり、目標の達成は難しい状況である。 

 

表１－１ 整備進捗状況（汚水処理人口普及状況）           （単位：人） 

項   目 

平成 

17年度 
平成22年度 

平成 

25年度 

平成 

27年度 
備考 

実績 目標 実績 実績 目標 

行政人口 73,136 67,900 70,358 69,241 63,900

 汚水処理人口 25,380 34,927 30,275 32,527 42,830

 農業集落排水施設 3,175 2,936 2,965 2,841 2,763

 漁業集落排水施設 96 94 87 78 89

 合併処理浄化槽 22,109 31,897 27,223 29,608 39,978

 (市町村整備推進事業) 7,379 8,078 7,483 7,660 8,078

 (浄化槽設置整備事業) 13,804 22,386 18,187 20,951 30,551

 （ 民 間 設 置 ） 926 1,433 1,553 997 1,349

 汚水処理人口普及率 34.7% 51.4% 43.0% 47.0% 67.0%

資料：平成26年度 香川県全県域生活排水処理構想策定業務 基礎調査報告書（平成27年１月） 
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5

図１－１　現構想（平成18年度）構想図　　　　　　

Ｚ－６
上新田地区漁業集落排水施設

Ｚ－３
大見地区農業集落排水施設

Ｚ－１
潟満地区農業集落排水施設

Ｚ－４
北草木地区農業集落排水施設

Ｚ－５
上高瀬第一地区農業集落排水施設

1:100,000

Ｚ－２
大浜地区農業集落排水施設

記号 色区分

公共下水道（狭義） 赤色

特定環境保全公共下水道 桃色

農業集落排水施設 緑色

漁業集落排水施設 青色

林業集落排水施設 茶色

コミュニティ･プラント 黄色

合併処理浄化槽（市設置型） 水色

合併処理浄化槽（個人設置型） 灰色

凡　　　　　　　　　　例

区　　　　　分

生
活
排
水
処
理
施
設



 

 

 

また、平成25年度末の各生活排水処理施設の整備状況は、表１－２～４に示すとおりであ

る。 

 

表１－２ 農業集落排水施設 

地区名 
計画 現況(平成25年度) 

面積(ha) 人口(人)※ 戸数(戸) 面積(ha) 人口(人)※ 戸数(戸) 

潟満 45.0 282 135 45.0 108 88 

大浜 46.0 1,420 441 46.0 1,047 319 

大見 25.7 662 185 25.7 566 120 

北草木 26.0 604 174 26.0 545 145 

上高瀬第一 34.0 649 166 34.0 575 136 

資料：集落排水施設比較表（三豊市） 

※人口は常住（定住）人口 

 

表１－３ 漁業集落排水施設 

地区名 
計画 現況(平成25年度) 

面積(ha) 人口(人)※ 戸数(戸) 面積(ha) 人口(人)※ 戸数(戸) 

上新田 13.0 202 60 13.0 78 45 

資料：集落排水施設比較表（三豊市） 

※人口は常住（定住）人口 

 

表１－４ 浄化槽 

設置基数（基） 設置基数割合（％） 

単独処理浄化槽 合併処理浄化槽 合計 単独処理浄化槽 合併処理浄化槽 合計 

7,803 9,076 16,879 46.2 53.8 100.0 

資料：平成26年度 香川県全県域生活排水処理構想策定業務 基礎調査報告書（平成27年１月）P1-7 
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１－２ 生活排水処理施設整備の課題と取組み 

生活排水処理施設整備の基本的な方針など、下記の項目について庁内意見を集約したもの

を、事例様式１に示す。 

① 整備に関する課題 

② 課題への取組み方針 

③ 作成体制づくりの取組み状況と市の整備方針 
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1
2
～
2
2
年

を
経

て
、

施
設

の
更

新
時

期
を

迎
え

て
お

り
、

そ
れ

と
重

な
る

よ
う

に
、
施

設
の

使
用

者
で

あ
る

市
民

も
高

齢
化

と
人
口

減
少

が
進

む
見

込
み

で
あ

り
、

施
設

の
維

持
費

の
増

加
が

見
込

ま
れ

る
。

ま
た

、
家

屋
密

度
が

低
い

と
い

っ
た

地
域

特
性
も

あ
り

、
今

後
は

こ
れ

ら
の

状
況

に
最

も
適

し
た

個
人

設
置

型
合

併
処

理
浄

化
槽

（
浄

化
槽

設
置

整
備

事
業

）
を

積
極

的
に
推

進
す

る
。

①
水

処
理

課
（

下
水

道
・

集
排

・
浄
化

槽
）

を
主

管
課

と
し

、
三

豊
市

公
共

施
設

再
配

置
計

画
（

企
画

財
政

課
）

と
協

働
の

上
、

整
備

計
画

を
作

成
す

る
。

②
水

処
理

課
→

企
画

財
政

課
→

環
境
部

長
→

副
市

長
→

市
長

③
整

備
計

画
作

成
後

、
三

豊
市

ホ
ー
ム

ペ
ー

ジ
で

公
表

し
意

見
募

集
を

行
う

。
④

市
議

会
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１－３ 土地利用の現況 

三豊市の行政区域面積は、22,271haである。そのうち、都市計画区域は、豊中（1,991h

a）、詫間（1,454ha）、仁尾（1,549ha）の合計4,994haに設定されている。用途地域は、設

定されていない。 

また、農業振興地域の面積は、自然的経済的社会的諸条件を考慮して、総合的に農業の振

興を図ることが必要であると認められる地域の19,424haに設定されている。 

 

表１－３－１ 都市計画区域の概要                   （単位：ha） 

行政区域 

都市計画区域 

都市計画区域外
用途地域 

 
用途地域外 計 

うちＤＩＤ地区

22,271 － － 4,994 4,994 17,277 

資料：平成26年度 香川県全県域生活排水処理構想策定業務 基礎調査報告書（平成27年１月） 

 

表１－３－２ 農業振興地域及び関係する事項              （単位：ha） 

地域の範囲 面積 備考 

自然的経済的社会的諸条件を考慮

して、総合的に農業の振興を図る

ことが必要であると認められる地

域 

19,424 

 

資料：平成26年度 香川県全県域生活排水処理構想策定業務 基礎調査報告書（平成27年１月） 
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１－４ 構想に用いる将来人口等の設定 

本構想において、集合処理と個別処理の判定に必要となる項目は、下記のとおりである。 

・将来人口 

・世帯数（家屋数）及び世帯当たり人員 

・計画汚水量原単位 

・経済比較における建設費及び維持管理費（費用関数） 

 

１－４－１ 将来人口 

三豊市の行政人口は「第４次香川県全県域生活排水処理構想 香川県及び市町の将来人口

の設定（案）」（平成27年３月 香川県）に基づき、表１－４－１に示すとおりとする。 

 

表１－４－１ 将来行政人口 

年度 人口（人） 

2013 年(平成 25 年) 

を 100％とした場合

の比率（％） 

備考 

2013 年 (平成 25 年) 69,241 100.0 現況（基準）年次 

2020 年 (平成 32 年) 62,000 89.5 中間年次 

2025 年 (平成 37 年) 58,500 84.5 目標年次 

2035 年 (平成 47 年) 51,700 74.7 長期計画年次 

資料：第４次香川県全県域生活排水処理構想 香川県及び市町の将来人口の設定(案)(平成27年３月 香川県) 

※2013年(平成25年)は、住民基本台帳人口（平成26年４月１日） 

 

行政区別の将来人口については、将来行政人口の2013年を100%とした場合の比率と構成比

を参考に、表１－４－２に示すとおり設定する。 
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表１－４－２ 行政区別の行政人口 

地区名 

2013 年 

(平成 25 年) 

2020 年 

(平成 32 年) 

2025 年 

(平成 37 年) 

2035 年 

(平成 47 年) 

人口

(人) 

Ａ 

構成比 

（％） 

人口 

（人）

Ａ×Ｂ

構成比 

（％） 

人口

(人) 

Ａ 

構成比 

（％） 

人口 

（人） 

Ａ×Ｂ 

構成比 

（％） 

麻 2,474 3.6 2,216 3.6 2,092 3.6 1,849 3.6

二ノ宮 2,289 3.3 2,051 3.3 1,936 3.3 1,710 3.3

勝間 3,882 5.6 3,475 5.6 3,278 5.6 2,897 5.6

上高瀬 4,390 6.3 3,933 6.3 3,709 6.3 3,278 6.3

比地二 2,764 4.0 2,476 4.0 2,333 4.0 2,061 4.0

辻 2,421 3.5 2,169 3.5 2,045 3.5 1,805 3.5

河内 937 1.4 837 1.4 792 1.4 699 1.4

財田大野 2,461 3.6 2,203 3.6 2,081 3.6 1,838 3.6

神田 1,373 2.0 1,230 2.0 1,160 2.0 1,027 2.0

大見 3,424 4.9 3,064 4.9 2,893 4.9 2,556 4.9

下高瀬 3,441 5.0 3,079 5.0 2,906 5.0 2,570 5.0

吉津 2,913 4.2 2,609 4.2 2,462 4.2 2,174 4.2

桑山 2,810 4.1 2,516 4.1 2,373 4.1 2,100 4.1

比地大 1,818 2.6 1,628 2.6 1,537 2.6 1,356 2.6

笠田 2,460 3.6 2,203 3.6 2,076 3.5 1,835 3.5

上高野 2,208 3.2 1,977 3.2 1,866 3.2 1,648 3.2

本山 2,465 3.6 2,210 3.6 2,085 3.6 1,841 3.6

松崎 3,235 4.7 2,897 4.7 2,734 4.7 2,418 4.7

詫間 7,925 11.4 7,096 11.4 6,695 11.4 5,918 11.4

香田 305 0.4 273 0.4 258 0.4 228 0.4

大浜 1,476 2.1 1,322 2.1 1,247 2.1 1,101 2.1

積 222 0.3 199 0.3 188 0.3 166 0.3

箱 297 0.4 266 0.4 251 0.4 222 0.4

生里 384 0.6 344 0.6 325 0.6 286 0.6

粟島 285 0.4 254 0.4 240 0.4 214 0.4

志々島 26 0.0 23 0.0 22 0.0 19 0.0

仁尾 6,351 9.2 5,688 9.2 5,363 9.2 4,744 9.2

財田上 2,636 3.8 2,358 3.8 2,227 3.8 1,968 3.8

財田中 1,569 2.3 1,404 2.3 1,326 2.3 1,172 2.3

合計 69,241 100.0 62,000 100.0 58,500 100.0 51,700 100.0

平成 25 年を

100％とした

場 合 の 比 率

（％）Ｂ 

100.0
 

89.5
 

84.5
 

74.7
 

※表示桁数、四捨五入の関係で数値が合わない場合がある。 
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１－４－２ 世帯数（家屋数）及び世帯当たり人員 

世帯数及び世帯当たり人員については、三豊市独自の将来予測値がないことから、「市町

整備計画作成マニュアル」に基づき、香川県の平均世帯人員の減少を参考に、表１－４－３

～４に示すとおりとする。 

 

表１－４－３ 世帯数（家屋数）及び世帯当たり人員 

年度 
世帯数 

(家屋数) 

人口 

（人）※2 

1 世帯 

当たり人員

(人/世帯) 

香川県平均

世帯人員※1

(人/世帯) 

備考 

2013 年 (平成 25 年) 25,653 69,241 2.70 2.47 現況(基準)年次

2020 年 (平成 32 年) 24,014 62,000 2.58 2.36 中間年次 

2025 年 (平成 37 年) 23,034 58,500 2.54 2.32 目標年次 

2035 年 (平成 47 年) 20,781 51,700 2.49 2.27 長期計画年次

※1：第４次香川県全県域生活排水処理構想 市町整備計画作成マニュアル(平成27年１月 香川県) 

※2：2013年(平成25年)は、住民基本台帳人口（平成26年４月１日） 
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表１－４－４ 行政区別の世帯数（家屋数）及び世帯当たり人員 

地区名 

2013 年 

(平成 25 年) 

2020 年 

(平成 32 年) 

2025 年 

(平成 37 年) 

2035 年 

(平成 47 年) 

世帯数

(家屋数)

人口 

(人) 

1 世帯

当たり

人員
(人/世帯)

世帯数

(家屋数)

人口 

(人) 

1 世帯

当たり

人員
(人/世帯)

世帯数

(家屋数)

人口 

(人) 

1 世帯

当たり

人員
(人/世帯) 

世帯数

(家屋数)

人口 

(人) 

1 世帯

当たり

人員
(人/世帯)

麻 851 2,474 2.91 797 2,216 2.78 767 2,092 2.73 692 1,849 2.67

二ノ宮 906 2,289 2.53 845 2,051 2.43 808 1,936 2.40 722 1,710 2.37

勝間 1,458 3,882 2.66 1,367 3,475 2.54 1,308 3,278 2.51 1,179 2,897 2.46

上高瀬 1,653 4,390 2.66 1,550 3,933 2.54 1,484 3,709 2.50 1,338 3,278 2.45

比地二 982 2,764 2.81 921 2,476 2.69 883 2,333 2.64 794 2,061 2.60

辻 872 2,421 2.78 814 2,169 2.66 782 2,045 2.62 701 1,805 2.57

河内 314 937 2.98 294 837 2.85 284 792 2.79 255 699 2.74

財田大野 864 2,461 2.85 810 2,203 2.72 778 2,081 2.67 702 1,838 2.62

神田 449 1,373 3.06 421 1,230 2.92 404 1,160 2.87 366 1,027 2.81

大見 1,205 3,424 2.84 1,128 3,064 2.72 1,084 2,893 2.67 978 2,556 2.61

下高瀬 1,226 3,441 2.81 1,150 3,079 2.68 1,101 2,906 2.64 997 2,570 2.58

吉津 983 2,913 2.96 921 2,609 2.83 884 2,462 2.79 797 2,174 2.73

桑山 980 2,810 2.87 917 2,516 2.74 882 2,373 2.69 798 2,100 2.63

比地大 575 1,818 3.16 537 1,628 3.03 518 1,537 2.97 468 1,356 2.90

笠田 864 2,460 2.85 808 2,203 2.73 774 2,076 2.68 699 1,835 2.63

上高野 770 2,208 2.87 720 1,977 2.75 694 1,866 2.69 624 1,648 2.64

本山 993 2,465 2.48 931 2,210 2.37 891 2,085 2.34 802 1,841 2.30

松崎 1,277 3,235 2.53 1,197 2,897 2.42 1,147 2,734 2.38 1,039 2,418 2.33

詫間 3,151 7,925 2.52 2,948 7,096 2.41 2,831 6,695 2.36 2,556 5,918 2.32

香田 215 305 1.42 195 273 1.40 186 258 1.39 166 228 1.37

大浜 597 1,476 2.47 558 1,322 2.37 536 1,247 2.33 483 1,101 2.28

積 105 222 2.11 99 199 2.02 95 188 1.98 86 166 1.94

箱 138 297 2.15 129 266 2.06 124 251 2.02 112 222 1.98

生里 167 384 2.30 157 344 2.19 151 325 2.15 135 286 2.12

粟島 181 285 1.57 168 254 1.51 162 240 1.48 148 214 1.45

志々島 22 26 1.18 20 23 1.15 20 22 1.10 18 19 1.06

仁尾 2,410 6,351 2.64 2,259 5,688 2.52 2,160 5,363 2.48 1,956 4,744 2.43

財田上 929 2,636 2.84 869 2,358 2.71 833 2,227 2.67 750 1,968 2.62

財田中 516 1,569 3.04 484 1,404 2.90 463 1,326 2.86 420 1,172 2.79

合計 25,653 69,241 2.70 24,014 62,000 2.58 23,034 58,500 2.54 20,781 51,700 2.49

香川県平

均世帯人

員の推移   
2.47

  
2.36

  
2.32 

  
2.27

※表示桁数、四捨五入の関係で数値が合わない場合がある。 
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１－４－３ 計画汚水量原単位 

生活排水処理施設の費用関数に適用する汚水量（人口×汚水量原単位）を算定するために

設定する原単位の設定方法は、「市町整備計画作成マニュアル」に基づき、既存の生活排水

処理施設の計画緒元を用いて表１－４－５に示すとおり設定する。 

 

表１－４－５ 計画汚水量原単位 

整備手法 汚水量原単位 備考 

下 水 道
日平均 0.288ｍ3／人・日 

日最大 0.345ｍ3／人・日 

燧灘流域別下水道整備総合計画におけ

る将来フレーム･原単位(平成26年3月)

農 業 集 落 排 水 施 設
日平均 0.270ｍ3／人・日 

日最大 0.330ｍ3／人・日 
農業集落排水施設の計画緒元 

※下水道の汚水量原単位は、地下水量(日最大汚水量の20％)を含む。(0.230÷0.8×0.2=0.0575ｍ3/人･日) 

 

１－４－４ 経済比較における建設費及び維持管理費（費用関数） 

処理場、管渠の費用及び合併処理浄化槽の費用は、可能な限り実績値に基づくものとし、

実績値が用いられない場合は、「市町整備計画作成マニュアル」等に基づき、費用関数を用

いることとした。 

なお、実績値、費用関数については、可能な限り、表１－４－６に示す建設工事費デフレ

ーター （2005年度基準）を用いて、2013年度（平成25年度）単価への補正を行うものとす

る。 

経済比較における建設費及び維持管理費（費用関数）は、表１－４－７に示すとおりとす

る。 

 

表１－４－６ 建設工事費デフレーター（2005年度基準） 

年度 
農林関係

公共事業
下水道

環境 

衛生 
年度 

農林関係 

公共事業 
下水道

環境 

衛生 

1988 年 (昭和63年) 87.8 88.6 90.7 2001 年 (平成13年) 97.6  98.3 98.8

1989 年 (平成元年) 91.9 93.1 94.7 2002 年 (平成14年) 96.7  97.3 97.7

1990 年 (平成２年) 95.4 96.2 97.5 2003 年 (平成15年) 97.3  97.6 98.2

1991 年 (平成３年) 98.1 99.1 100.4 2004 年 (平成16年) 98.4  98.5 98.6

1992 年 (平成４年) 99.6 100.6 101.6 2005 年 (平成17年) 100.0  100.0 100.0

1993 年 (平成５年) 99.8 100.8 101.6 2006 年 (平成18年) 101.8  101.6 102.0

1994 年 (平成６年) 100.3 101.2 101.8 2007 年 (平成19年) 104.7  103.9 104.8

1995 年 (平成７年) 100.7 101.4 102.0 2008 年 (平成20年) 109.5  107.3 108.3

1996 年 (平成８年) 100.8 101.4 102.1 2009 年 (平成21年) 105.6  104.4 104.4

1997 年 (平成９年) 101.6 102.3 103.0 2010 年 (平成22年) 106.5  104.4 104.8

1998 年 (平成10年) 99.9 100.6 101.1 2011 年 (平成23年) 108.4  106.0 106.3

1999 年 (平成11年) 99.0 99.7 100.1 2012 年 (平成24年) 106.6  105.1 105.2

2000 年 (平成12年) 99.4 100.1 100.5 2013 年 (平成25年) 109.2  107.2 107.6

※2012、2013年は暫定 
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表１－４－７ 経済比較における建設費及び維持管理費（費用関数） 

農業集落 

排水施設 

20戸以上 

処
理
場 

建 設 費 Ｙ＝（0.0932Ｘ2＋227.6Ｘ+112,583）/10（実績値） 
Ｙ：建設費（万円） 

Ｘ：計画人口（人） 

維持管理費 Ｙ＝3.7811×Ｘ0.6835×(109.2/106.6)（マニュアル値） 
Ｙ：維持管理費(万円/年) 

Ｘ：計画人口（人） 

用 地 費

Ｙ＝〔（√Ｓ＋14)×(√Ｓ＋22)〕×α 

Ｓ＝-２×10-5×ｎ2＋0.144×ｎ＋131.66 

(簡易比較ソフト説明書 Ｐ６・10) 

Ｙ：用地費（万円） 

Ｓ：汚水処理施設面積（ｍ2）

α：用地費単価(万円/ｍ2) 

ｎ：計画処理人口(人) 

耐 用 年 数 処理場33年 ※用地費は建設費に含める  

管
渠 

建 設 費

開削 Ｙ＝6.9×Ｌ（実績値） 

推進 Ｙ＝30×Ｌ※1 

圧送 Ｙ＝4.5×(107.2/105.1)×Ｌ（マニュアル値） 

添架 Ｙ＝9.4×(107.2/100.0)×Ｌ※2 

マンホールポンプ Ｙ＝920×(107.2/105.1)×Ｐ（マニュ

アル値） 

Ｙ：建設費（万円） 

Ｌ：延長（ｍ） 

Ｐ：基数（基） 

維持管理費

管渠 Ｙ＝0.0031×(109.2/106.6) ×Ｌ（マニュアル値） 

マンホールポンプ Ｙ’＝22×(107.2/105.1)×Ｐ（マニュア

ル値） 

Ｙ：維持管理費(万円/年) 

Ｙ’：維持管理費(万円/年･基)

Ｌ：管路延長（ｍ） 

Ｐ：基数（基） 

耐 用 年 数 管渠72年，マンホールポンプ25年  

1,000人以上 

 

公共下水道 

処
理
場 

建 設 費

Ｑd＜300（マニュアル値） 

ＣT＝1,468×Ｑd
0.49×(107.2/105.1) 

300≦Ｑd＜1,400（マニュアル値） 

ＣT＝50,500×(Ｑd/1,000)
0.64×(107.2/103.9) 

1,400≦Ｑd＜10,000（マニュアル値） 

ＣT＝138,000×(Ｑd/1,000)
 0.42×(107.2/101.6) 

10,000≦Ｑd≦500,000（焼却なし）（マニュアル値） 

ＣT＝155,000×(Ｑd/1,000)
 0.58×(107.2/101.6) 

ＣT：建設費(万円) 

Ｑd：日最大汚水量(m3/日) 

維持管理費

Ｑd＜300（マニュアル値） 

ＭT＝16.6×Ｑd
0.66×(107.2/105.1) 

300≦Ｑd＜1,400（マニュアル値） 

ＭT＝1,900×(Ｑd/1,000)
0.78×(107.2/103.9) 

1,400≦Ｑd＜10,000（マニュアル値） 

ＭT＝2,860×(Ｑd/1,000)
0.58×(107.2/101.6) 

10,000≦Ｑd≦500,000（焼却なし）（マニュアル値） 

ＭT＝1,880×(Ｑd/1,000)
0.69×(107.2/101.6) 

ＭT：維持管理費(万円/年) 

Ｑd：日最大汚水量(ｍ3/日) 

用 地 費

Ｑd＜1,400 

ＧT＝1.8975×(Ｑd/1,000)d
0.5658×1,000×α 

1,400≦Ｑd＜10,000 

ＧT＝6.25×(Ｑd/1,000)
0.47×1,000×α 

10,000≦Ｑd≦500,000（焼却なし） 

ＧT＝4.59×(Ｑd/1,000)
0.62×1,000×α 

(簡易比較ソフト説明書 Ｐ６) 

ＧT：用地費（万円） 

Ｑd：日最大汚水量(ｍ3/日) 

α：用地費単価(万円/ｍ2) 

耐 用 年 数 処理場33年 ※用地費は建設費に含める  

管
渠 

建 設 費

開削 ＣP＝6.3×(107.2/105.1)×Ｌ（マニュアル値） 

推進 ＣP＝30×Ｌ※1 

圧送 ＣP＝4.5×(107.2/105.1)×Ｌ（マニュアル値） 

添架 ＣP＝9.4×(107.2/100.0)×Ｌ※2 

マンホールポンプ Ｙ＝920×(107.2/105.1)×Ｐ（マニュ

アル値） 

ＣP:管渠建設費（万円） 

Ｌ：管渠延長（ｍ） 

Ｐ：基数（基） 

維持管理費

管渠 Ｙ＝0.0060×(107.2/104.4)×Ｌ（マニュアル値） 

マンホールポンプ Ｙ’＝22×(107.2/105.1)×Ｐ（マニュア

ル値） 

Ｙ：維持管理費(万円/年) 

Ｙ’：維持管理費(万円/年･基)

Ｌ：管路延長（ｍ） 

Ｐ：基数（基） 

耐 用 年 数 管渠72年，マンホールポンプ25年  

合併処理 

浄化槽 

建 設 費 83.7万円／基（マニュアル値） ５人槽 

維 持 管 理 費 6.5×(107.6/106.3)万円／基･年（マニュアル値） ５人槽 

耐 用 年 数 32年  

※1：流域別下水道整備総合計画調査 指針と解説（平成20年９月）P242 小口径管推進工法φ250、φ300の平均値(平成25年度単価補正) 

※2：実績値（平成17年度単価）を平成25年度単価に補正 
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２．検討単位区域の設定 

２－１ 検討単位区域の設定方法 

検討単位区域とは、集合処理か個別処理かを検討する上での、一定の家屋の集合体である。 

集合処理と個別処理の比較を行うための検討単位区域設定作業は、次の項目について調査

検討することにより設定する。 

 

・既整備区域等の把握・設定 

・既整備区域等以外の検討単位区域の設定 

 

集合処理と個別処理の比較を行うための検討単位区域の設定作業は、「既整備区域等」と

「既整備区域等以外」の検討単位区域に分けて行う。（図２－１－１） 

 

 

図２－１－１検討単位区域設定イメージ 
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２－２ 既整備区域等の把握・設定 

２－２－１ 既整備区域等の把握 

既整備区域等をどのように考えるかについては、「市町整備計画作成マニュアル」に次の

ような考え方が示されている。 

 

①公共下水道 

整備済み区域、事業認可区域を含む全体計画区域。 

②農業集落排水施設、漁業集落排水施設 

整備済み区域、整備中を含む計画区域。 

 

三豊市において、平成25年度末時点での既整備区域等を整理すると、表２－２－１～２、

図２－２－１に示すとおりとなる。 

 

表２－２－１ 農業集落排水施設 

地区名 
面積 

(ha) 

人口 

(人) 

戸数 

(戸) 

計画汚水量(ｍ3/日)
処理方式 

処理場 

建設費※

(百万円)日平均 日最大 

潟満 45.0 370 135 99.9 122.1 JARUS-Ⅴ型 212 

大浜 46.0 1,520 441 410.4 501.6 JARUS-XⅡ･G型 786 

大見 25.7 700 185 189.0 231.0 JARUS-XⅡ･G型 454 

北草木 26.0 640 174 172.8 211.2 JARUS-XⅡ･G型 408 

上高瀬第一 34.0 660 166 178.2 217.8 JARUS-XI型 386 

資料：集落排水施設比較表（三豊市）、平成26年度 香川県全県域生活排水処理構想策定業務 基礎調査報

告書（平成27年１月） 

※処理場建設費には用地費含む。人口・戸数は常住（定住）＋換算（流入）。 

 

表２－２－２ 漁業集落排水施設 

地区名 
面積 

(ha) 

人口 

(人) 

戸数 

(戸) 

計画汚水量(ｍ3/日)
処理方式 

処理場 

建設費※

(百万円)日平均 日最大 

上新田 13.0 202 60 54.5 66.7 
接触ばっ気 

凝集沈殿 
138 

資料：集落排水施設比較表（三豊市）、平成26年度 香川県全県域生活排水処理構想策定業務 基礎調査報

告書（平成27年１月） 

※処理場建設費には用地費含む。人口・戸数は常住（定住）＋換算（流入）。 
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図２－２－１　既整備区域等の把握・設定　　　　　　

Ｚ－６
上新田地区漁業集落排水施設（整備完了）

Ｚ－１
潟満地区農業集落排水施設（整備完了）

Ｚ－２
大浜地区農業集落排水施設（整備完了）

Ｚ－４
北草木地区農業集落排水施設（整備完了）

Ｚ－３
大見地区農業集落排水施設（整備完了）

Ｚ－５
上高瀬第一地区農業集落排水施設（整備完了）

高瀬・三野地区
合併処理浄化槽（市設置型）（整備完了）

1:100,000

記号 色区分

公共下水道（狭義） 赤色

特定環境保全公共下水道 桃色

農業集落排水施設 緑色

漁業集落排水施設 青色

林業集落排水施設 茶色

コミュニティ･プラント 黄色

合併処理浄化槽（市設置型） 水色

合併処理浄化槽（個人設置型） 灰色

凡　　　　　　　　　　例

区　　　　　分

生
活
排
水
処
理
施
設



 

 

 

２－２－２ 周辺家屋の取り込み等による既整備区域の設定 

既整備区域等の周辺にある未整備の家屋については、これに接続することが、経済性の観

点から有利になることがある。 

そこで、既整備区域等を核とした家屋間限界距離を算定し、経済性を基にしつつ、整備時

期や地域の実情を踏まえ、未整備の周辺家屋の取り込みの検討を行う。 

なお、家屋間限界距離等の算出に用いる費用関数や将来人口等は、「１－４ 構想に用い

る将来人口等の設定」に基づくものとする。 

 

２－２－３ 家屋間限界距離 

「家屋間限界距離」とは、個別処理と集合処理の経済的分岐点を、１家屋あたりの管渠延

長で表したものである。（図２－２－２）このため、家屋１戸を集合処理に接続するために

必要な管渠延長が、家屋間限界距離より短い場合は集合処理への接続（集合処理とする）が

有利となり、長い場合は接続しない（個別処理とする）ことが有利となる。 

 

接続管渠確定区域Ａ

処理場

比較

（確定区域に周辺家屋を取り込む） （周辺家屋を取り込まず個別処理）

周辺家屋Ｘ

確定区域Ａ

処理場

周辺家屋Ｘ

浄化槽

区域（Ａ＋Ｘ）の処理場建設費

＋区域（Ａ＋Ｘ）の処理場維持管理費

＋区域（Ａ＋Ｘ）の用地費
＋周辺家屋（Ｘ）の接続管渠建設費

＋周辺家屋（Ｘ）の接続管渠維持管理費
＋周辺家屋（Ｘ）の接続に必要な
マンホールポンプの建設費及び維持管理費

確定区域（Ａ）の処理場建設費
＋確定区域（Ａ）の処理場維持管理費
＋確定区域（Ａ）の用地費
＋周辺家屋（Ｘ）浄化槽設置費
＋周辺家屋（Ｘ）浄化槽維持管理費

 

図２－２－２ 家屋間限界距離設定イメージ 

 

上の左図と右図がイコールになる接続管渠の延長を「家屋間限界距離」として、その「家

屋間限界距離」以内であれば、取り込みを行う。 
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また、既整備区域別の１世帯当たり人口は、表２－２－３に示すとおりとする。 

 

表２－２－３ 既整備区域別の人口・世帯数（家屋数）の設定 

地区名 

既整備区域 

2013 年(H25) 2035 年(H47) 

世帯数 

(家屋数)

人口 

(人) 

1 世帯 

当たり人員

(人/世帯)

世帯数 

(家屋数)

人口 

(人) 

1 世帯 

当たり人員

(人/世帯)

 潟東 29 49  24 37  

 潟西 17 26  14 19  

 満１ 12 16  10 12  

 満２ 13 17  11 13  

農業集落排水(潟満) 71 108 1.52 59 81 1.37 

 大浜 284 689  230 514  

 波止艾 30 85  24 63  

 船越 60 141  49 105  

伊砂子 58 132  47 99  

農業集落排水(大浜) 432 1,047 2.42 350 781 2.23 

 西大見 66 178  54 133  

 岡崎 67 180  54 134  

 浅津 39 114  32 85  

田所 26 65  21 49  

農業集落排水(大見) 198 537 2.71 161 401 2.49 

 石ケ谷 36 105  29 78  

 峠 35 94  28 70  

 千代 41 117  33 87  

 片山 79 234  64 175  

砂入加嶺 25 77  20 58  

農業集落排水(北草木) 216 627 2.90 174 468 2.69 

 平見 17 54  14 40  

 青井谷 21 49  17 37  

 石渕 20 59  16 44  

 上之荘 32 95  26 71  

 北原 46 152  38 114  

 中浦 32 106  26 79  

西村 23 60  19 45  

農業集落排水(上高瀬第一) 191 575 3.01 156 430 2.76 

 塩谷 27 49  22 37  

尾 18 29  15 22  

漁業集落排水(上新田) 45 78 1.73 37 59 1.59 

※表示桁数、四捨五入の関係で数値が合わない場合がある。既整備区域周辺の家屋も含む。 
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これまでの条件で、各地区の家屋間限界距離を算定すると、表２－２－４及び「家屋間限

界距離の設定」に示すとおりとなる。 

 

表２－２－４ 家屋間限界距離 

種別 地区名 家屋間限界距離(ｍ) 備考 

農業集落排水施設 

潟満 74 Ｚ－１ 

大浜 52 Ｚ－２ 

大見 57 Ｚ－３ 

北草木 54 Ｚ－４ 

上高瀬第一 53 Ｚ－５ 

漁業集落排水施設 上新田 72 Ｚ－６ 
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人
口

1
,
5
2
0
人

③
年

当
た

り
費

用
2
,
3
8
0
.
9
万
円

/
年

⑦
5
人

槽
＝

1
，

7
人

槽
＝

2
を

入
力

④
処

理
場

維
持

管
理

費
5
7
9
.
3
万
円

/
年

⑨
日

最
大

汚
水

量
が

1
0
,
0
0
0
m
3
/
日

浄
化

槽
建

設
費

(
5
人

槽
)

8
3
.
7
万

円
/
基

の
場

合
(
Ｏ

Ｄ
法

=
1
、

標
準

法
=
2
）

耐
用

年
数

3
2
年

ま
た

、
1
0
,
0
0
0
m
3
/
日

未
満

は
1
を

入
力

⑤
年

当
た

り
費

用
2
.
6
万
円

/
基

/
年

⑩
日

最
大

汚
水

量
が

1
0
,
0
0
0
m
3
/
日

～
⑥

浄
化

槽
維

持
管

理
費

(
5
人

槽
)

6
.
6
万

円
/
基

/
年

5
0
0
,
0
0
0
m
3
/
日

の
標

準
法

の
場

合
管

渠
建

設
費

・
維

持
管

理
費

(
焼

却
な

し
=
1
,
焼

却
含

む
=
2
)

6
.
9
万
円

/
ｍ

※
要

領
※

償
却

年
数

7
2
年

①
　

事
業

区
分

は
、

集
合

処
理

区
域

が
農

漁
集

事
業

の
場

合
は

1
、

⑦
年

当
た

り
費

用
0
.
0
9
6
万

円
/
年

　
　

下
水

道
事

業
の

場
合

は
2
を

入
力

⑧
管

渠
維

持
管

理
費

（
単

価
）

0
.
0
0
3
万

円
/
年

　
　

す
る

。
家

屋
間

限
界

距
離

（
Ｌ

）
5
2
ｍ

②
　

戸
数

は
非

常
住

家
屋

を
含

め
た

換
算

戸
数

を
入

れ
る

。
Ｌ

＝
（

③
＋

④
＋

⑤
＋

⑥
－

①
－

②
）

/
（

⑦
＋

⑧
）

③
　

１
戸

当
た

り
人

口
は

各
区

域
の

実
績

に
従

う
こ

と
。

※
処

理
場

建
設

費
に

は
用

地
費

含
む

④
　

1
人

1
日

当
り

日
最

大
汚

水
量

は
、

同
市

町
内

に
既

計
画

が
　
　

あ
る

場
合

は
、

そ
の

数
値

を
用

い
る

。
　
　

も
し

く
は

、
計

画
設

計
指

針
な

ど
を

参
考

に
す

る
。

　
　

特
に

定
め

て
い

な
い

場
合

は
、

日
最

大
0
.
5
1
0
ｍ

3
/
人

・
日

　
　

と
す

る
。

⑤
　

下
水

道
の

場
合

（
①

で
2
を

選
択

し
た

場
合

）
　
　

現
況

ま
た

は
計

画
時

に
お

け
る

既
整

備
区

域
等

の
　
　

汚
水

処
理

施
設

の
日

最
大

汚
水

量
を

入
力

す
る

。
　
　

農
集

排
の

場
合

（
①

で
1
を

選
択

場
合

）
　
　

現
況

ま
た

は
計

画
時

に
お

け
る

既
整

備
区

域
等

の
　
　

汚
水

処
理

施
設

の
日

最
大

汚
水

量
を

入
力

す
る

。
⑥
　

既
整

備
区

域
戸

数
×

１
世

帯
数

当
た

り
人

員

管
渠

建
設

費
（

単
価

）

集
合

処
理

区
域

の
諸

元
集

合
処

理
区

域
Ｚ

－
２

大
浜 1 1
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家
屋
間
限
界
距
離
の
設
定
（
大
見
地
区
）

●
計

算
条

件
の

入
力

（
黄

色
の

網
掛

け
部

の
み

）
◆

計
算

結
果

Ｚ
－

３
 
大

見
番
号

集
合

処
理

と
し

た
場

合
地
区

名
処

理
場

建
設

費
4
5
,
4
8
9
.
2
万
円

①
事

業
区

分
耐

用
年

数
3
3
年

②
戸

数
1
戸

①
年

当
た

り
費

用
1
,
3
7
8
.
5
万
円

/
年

③
１

戸
当

た
り

人
口

2
.
4
9
人

/
戸

②
処

理
場

維
持

管
理

費
3
4
1
.
8
万
円

④
1
人

1
日

当
り

個
別

処
理

と
し

た
場

合

日
最

大
汚

水
量

ｍ
3
/
人

・
日

処
理

場
建

設
費

（
用

地
費

含
む

）
4
5
,
4
0
0
.
0
万
円

⑤
処

理
場

日
最

大
汚

水
量

ｍ
3
/
日

耐
用

年
数

3
3
年

⑥
既

整
備

区
域

等
の

人
口

7
0
0
人

③
年

当
た

り
費

用
1
,
3
7
5
.
8
万
円

/
年

⑦
5
人

槽
＝

1
，

7
人

槽
＝

2
を

入
力

④
処

理
場

維
持

管
理

費
3
4
1
.
0
万
円

/
年

⑨
日

最
大

汚
水

量
が

1
0
,
0
0
0
m
3
/
日

浄
化

槽
建

設
費

(
5
人

槽
)

8
3
.
7
万

円
/
基

の
場

合
(
Ｏ

Ｄ
法

=
1
、

標
準

法
=
2
）

耐
用

年
数

3
2
年

ま
た

、
1
0
,
0
0
0
m
3
/
日

未
満

は
1
を

入
力

⑤
年

当
た

り
費

用
2
.
6
万
円

/
基

/
年

⑩
日

最
大

汚
水

量
が

1
0
,
0
0
0
m
3
/
日

～
⑥

浄
化

槽
維

持
管

理
費

(
5
人

槽
)

6
.
6
万

円
/
基

/
年

5
0
0
,
0
0
0
m
3
/
日

の
標

準
法

の
場

合
管

渠
建

設
費

・
維

持
管

理
費

(
焼

却
な

し
=
1
,
焼

却
含

む
=
2
)

6
.
9
万
円

/
ｍ

※
要

領
※

償
却

年
数

7
2
年

①
　

事
業

区
分

は
、

集
合

処
理

区
域

が
農

漁
集

事
業

の
場

合
は

1
、

⑦
年

当
た

り
費

用
0
.
0
9
6
万

円
/
年

　
　

下
水

道
事

業
の

場
合

は
2
を

入
力

⑧
管

渠
維

持
管

理
費

（
単

価
）

0
.
0
0
3
万

円
/
年

　
　

す
る

。
家

屋
間

限
界

距
離

（
Ｌ

）
5
7
ｍ

②
　

戸
数

は
非

常
住

家
屋

を
含

め
た

換
算

戸
数

を
入

れ
る

。
Ｌ

＝
（

③
＋

④
＋

⑤
＋

⑥
－

①
－

②
）

/
（

⑦
＋

⑧
）

③
　

１
戸

当
た

り
人

口
は

各
区

域
の

実
績

に
従

う
こ

と
。

※
処

理
場

建
設

費
に

は
用

地
費

含
む

④
　

1
人

1
日

当
り

日
最

大
汚

水
量

は
、

同
市

町
内

に
既

計
画

が
　
　

あ
る

場
合

は
、

そ
の

数
値

を
用

い
る

。
　
　

も
し

く
は

、
計

画
設

計
指

針
な

ど
を

参
考

に
す

る
。

　
　

特
に

定
め

て
い

な
い

場
合

は
、

日
最

大
0
.
5
1
0
ｍ

3
/
人

・
日

　
　

と
す

る
。

⑤
　

下
水

道
の

場
合

（
①

で
2
を

選
択

し
た

場
合

）
　
　

現
況

ま
た

は
計

画
時

に
お

け
る

既
整

備
区

域
等

の
　
　

汚
水

処
理

施
設

の
日

最
大

汚
水

量
を

入
力

す
る

。
　
　

農
集

排
の

場
合

（
①

で
1
を

選
択

場
合

）
　
　

現
況

ま
た

は
計

画
時

に
お

け
る

既
整

備
区

域
等

の
　
　

汚
水

処
理

施
設

の
日

最
大

汚
水

量
を

入
力

す
る

。
⑥
　

既
整

備
区

域
戸

数
×

１
世

帯
数

当
た

り
人

員

管
渠

建
設

費
（

単
価

）

集
合

処
理

区
域

の
諸

元
集

合
処

理
区

域
Ｚ

－
３

大
見 1 1
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家
屋
間
限
界
距
離
の
設
定
（
北
草
木
地
区
）

●
計

算
条

件
の

入
力

（
黄

色
の

網
掛

け
部

の
み

）
◆

計
算

結
果

Ｚ
－

４
 
北

草
木

番
号

集
合

処
理

と
し

た
場

合
地
区

名
処

理
場

建
設

費
4
0
,
9
1
7
.
5
万
円

①
事

業
区

分
耐

用
年

数
3
3
年

②
戸

数
1
戸

①
年

当
た

り
費

用
1
,
2
3
9
.
9
万
円

/
年

③
１

戸
当

た
り

人
口

2
.
6
9
人

/
戸

②
処

理
場

維
持

管
理

費
3
2
1
.
6
万
円

④
1
人

1
日

当
り

個
別

処
理

と
し

た
場

合

日
最

大
汚

水
量

ｍ
3
/
人

・
日

処
理

場
建

設
費

（
用

地
費

含
む

）
4
0
,
8
2
4
.
1
万
円

⑤
処

理
場

日
最

大
汚

水
量

ｍ
3
/
日

耐
用

年
数

3
3
年

⑥
既

整
備

区
域

等
の

人
口

6
4
0
人

③
年

当
た

り
費

用
1
,
2
3
7
.
1
万
円

/
年

⑦
5
人

槽
＝

1
，

7
人

槽
＝

2
を

入
力

④
処

理
場

維
持

管
理

費
3
2
0
.
7
万
円

/
年

⑨
日

最
大

汚
水

量
が

1
0
,
0
0
0
m
3
/
日

浄
化

槽
建

設
費

(
5
人

槽
)

8
3
.
7
万

円
/
基

の
場

合
(
Ｏ

Ｄ
法

=
1
、

標
準

法
=
2
）

耐
用

年
数

3
2
年

ま
た

、
1
0
,
0
0
0
m
3
/
日

未
満

は
1
を

入
力

⑤
年

当
た

り
費

用
2
.
6
万
円

/
基

/
年

⑩
日

最
大

汚
水

量
が

1
0
,
0
0
0
m
3
/
日

～
⑥

浄
化

槽
維

持
管

理
費

(
5
人

槽
)

6
.
6
万

円
/
基

/
年

5
0
0
,
0
0
0
m
3
/
日

の
標

準
法

の
場

合
管

渠
建

設
費

・
維

持
管

理
費

(
焼

却
な

し
=
1
,
焼

却
含

む
=
2
)

6
.
9
万
円

/
ｍ

※
要

領
※

償
却

年
数

7
2
年

①
　

事
業

区
分

は
、

集
合

処
理

区
域

が
農

漁
集

事
業

の
場

合
は

1
、

⑦
年

当
た

り
費

用
0
.
0
9
6
万

円
/
年

　
　

下
水

道
事

業
の

場
合

は
2
を

入
力

⑧
管

渠
維

持
管

理
費

（
単

価
）

0
.
0
0
3
万

円
/
年

　
　

す
る

。
家

屋
間

限
界

距
離

（
Ｌ

）
5
4
ｍ

②
　

戸
数

は
非

常
住

家
屋

を
含

め
た

換
算

戸
数

を
入

れ
る

。
Ｌ

＝
（

③
＋

④
＋

⑤
＋

⑥
－

①
－

②
）

/
（

⑦
＋

⑧
）

③
　

１
戸

当
た

り
人

口
は

各
区

域
の

実
績

に
従

う
こ

と
。

※
処

理
場

建
設

費
に

は
用

地
費

含
む

④
　

1
人

1
日

当
り

日
最

大
汚

水
量

は
、

同
市

町
内

に
既

計
画

が
　
　

あ
る

場
合

は
、

そ
の

数
値

を
用

い
る

。
　
　

も
し

く
は

、
計

画
設

計
指

針
な

ど
を

参
考

に
す

る
。

　
　

特
に

定
め

て
い

な
い

場
合

は
、

日
最

大
0
.
5
1
0
ｍ

3
/
人

・
日

　
　

と
す

る
。

⑤
　

下
水

道
の

場
合

（
①

で
2
を

選
択

し
た

場
合

）
　
　

現
況

ま
た

は
計

画
時

に
お

け
る

既
整

備
区

域
等

の
　
　

汚
水

処
理

施
設

の
日

最
大

汚
水

量
を

入
力

す
る

。
　
　

農
集

排
の

場
合

（
①

で
1
を

選
択

場
合

）
　
　

現
況

ま
た

は
計

画
時

に
お

け
る

既
整

備
区

域
等

の
　
　

汚
水

処
理

施
設

の
日

最
大

汚
水

量
を

入
力

す
る

。
⑥
　

既
整

備
区

域
戸

数
×

１
世

帯
数

当
た

り
人

員

管
渠

建
設

費
（

単
価

）

集
合

処
理

区
域

の
諸

元
集

合
処

理
区

域
Ｚ

－
４

北
草

木
1 1

25



家
屋
間
限
界
距
離
の
設
定
（
上
高
瀬
第
一
地
区
）

●
計

算
条

件
の

入
力

（
黄

色
の

網
掛

け
部

の
み

）
◆

計
算

結
果

Ｚ
－

５
 
上

高
瀬

第
一

番
号

集
合

処
理

と
し

た
場

合
地
区

名
処

理
場

建
設

費
3
8
,
7
0
2
.
4
万
円

①
事

業
区

分
耐

用
年

数
3
3
年

②
戸

数
1
戸

①
年

当
た

り
費

用
1
,
1
7
2
.
8
万
円

/
年

③
１

戸
当

た
り

人
口

2
.
7
6
人

/
戸

②
処

理
場

維
持

管
理

費
3
2
8
.
5
万
円

④
1
人

1
日

当
り

個
別

処
理

と
し

た
場

合

日
最

大
汚

水
量

ｍ
3
/
人

・
日

処
理

場
建

設
費

（
用

地
費

含
む

）
3
8
,
6
0
5
.
6
万
円

⑤
処

理
場

日
最

大
汚

水
量

ｍ
3
/
日

耐
用

年
数

3
3
年

⑥
既

整
備

区
域

等
の

人
口

6
6
0
人

③
年

当
た

り
費

用
1
,
1
6
9
.
9
万
円

/
年

⑦
5
人

槽
＝

1
，

7
人

槽
＝

2
を

入
力

④
処

理
場

維
持

管
理

費
3
2
7
.
5
万
円

/
年

⑨
日

最
大

汚
水

量
が

1
0
,
0
0
0
m
3
/
日

浄
化

槽
建

設
費

(
5
人

槽
)

8
3
.
7
万

円
/
基

の
場

合
(
Ｏ

Ｄ
法

=
1
、

標
準

法
=
2
）

耐
用

年
数

3
2
年

ま
た

、
1
0
,
0
0
0
m
3
/
日

未
満

は
1
を

入
力

⑤
年

当
た

り
費

用
2
.
6
万
円

/
基

/
年

⑩
日

最
大

汚
水

量
が

1
0
,
0
0
0
m
3
/
日

～
⑥

浄
化

槽
維

持
管

理
費

(
5
人

槽
)

6
.
6
万

円
/
基

/
年

5
0
0
,
0
0
0
m
3
/
日

の
標

準
法

の
場

合
管

渠
建

設
費

・
維

持
管

理
費

(
焼

却
な

し
=
1
,
焼

却
含

む
=
2
)

6
.
9
万
円

/
ｍ

※
要

領
※

償
却

年
数

7
2
年

①
　

事
業

区
分

は
、

集
合

処
理

区
域

が
農

漁
集

事
業

の
場

合
は

1
、

⑦
年

当
た

り
費

用
0
.
0
9
6
万

円
/
年

　
　

下
水

道
事

業
の

場
合

は
2
を

入
力

⑧
管

渠
維

持
管

理
費

（
単

価
）

0
.
0
0
3
万

円
/
年

　
　

す
る

。
家

屋
間

限
界

距
離

（
Ｌ

）
5
3
ｍ

②
　

戸
数

は
非

常
住

家
屋

を
含

め
た

換
算

戸
数

を
入

れ
る

。
Ｌ

＝
（

③
＋

④
＋

⑤
＋

⑥
－

①
－

②
）

/
（

⑦
＋

⑧
）

③
　

１
戸

当
た

り
人

口
は

各
区

域
の

実
績

に
従

う
こ

と
。

※
処

理
場

建
設

費
に

は
用

地
費

含
む

④
　

1
人

1
日

当
り

日
最

大
汚

水
量

は
、

同
市

町
内

に
既

計
画

が
　
　

あ
る

場
合

は
、

そ
の

数
値

を
用

い
る

。
　
　

も
し

く
は

、
計

画
設

計
指

針
な

ど
を

参
考

に
す

る
。

　
　

特
に

定
め

て
い

な
い

場
合

は
、

日
最

大
0
.
5
1
0
ｍ

3
/
人

・
日

　
　

と
す

る
。

⑤
　

下
水

道
の

場
合

（
①

で
2
を

選
択

し
た

場
合

）
　
　

現
況

ま
た

は
計

画
時

に
お

け
る

既
整

備
区

域
等

の
　
　

汚
水

処
理

施
設

の
日

最
大

汚
水

量
を

入
力

す
る

。
　
　

農
集

排
の

場
合

（
①

で
1
を

選
択

場
合

）
　
　

現
況

ま
た

は
計

画
時

に
お

け
る

既
整

備
区

域
等

の
　
　

汚
水

処
理

施
設

の
日

最
大

汚
水

量
を

入
力

す
る

。
⑥
　

既
整

備
区

域
戸

数
×

１
世

帯
数

当
た

り
人

員

管
渠

建
設

費
（

単
価

）

集
合

処
理

区
域

の
諸

元
集

合
処

理
区

域
Ｚ

－
５

上
高

瀬
第

一
1 1
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家
屋
間
限
界
距
離
の
設
定
（
上
新
田
地
区
）

●
計

算
条

件
の

入
力

（
黄

色
の

網
掛

け
部

の
み

）
◆

計
算

結
果

Ｚ
－

６
 
上

新
田

番
号

集
合

処
理

と
し

た
場

合
地
区

名
処

理
場

建
設

費
1
3
,
8
3
4
.
7
万
円

①
事

業
区

分
耐

用
年

数
3
3
年

②
戸

数
1
戸

①
年

当
た

り
費

用
4
1
9
.
2
万
円

/
年

③
１

戸
当

た
り

人
口

1
.
5
9
人

/
戸

②
処

理
場

維
持

管
理

費
1
4
6
.
6
万
円

④
1
人

1
日

当
り

個
別

処
理

と
し

た
場

合

日
最

大
汚

水
量

ｍ
3
/
人

・
日

処
理

場
建

設
費

（
用

地
費

含
む

）
1
3
,
7
9
2
.
5
万
円

⑤
処

理
場

日
最

大
汚

水
量

ｍ
3
/
日

耐
用

年
数

3
3
年

⑥
既

整
備

区
域

等
の

人
口

2
0
2
人

③
年

当
た

り
費

用
4
1
8
.
0
万
円

/
年

⑦
5
人

槽
＝

1
，

7
人

槽
＝

2
を

入
力

④
処

理
場

維
持

管
理

費
1
4
5
.
8
万
円

/
年

⑨
日

最
大

汚
水

量
が

1
0
,
0
0
0
m
3
/
日

浄
化

槽
建

設
費

(
5
人

槽
)

8
3
.
7
万

円
/
基

の
場

合
(
Ｏ

Ｄ
法

=
1
、

標
準

法
=
2
）

耐
用

年
数

3
2
年

ま
た

、
1
0
,
0
0
0
m
3
/
日

未
満

は
1
を

入
力

⑤
年

当
た

り
費

用
2
.
6
万
円

/
基

/
年

⑩
日

最
大

汚
水

量
が

1
0
,
0
0
0
m
3
/
日

～
⑥

浄
化

槽
維

持
管

理
費

(
5
人

槽
)

6
.
6
万

円
/
基

/
年

5
0
0
,
0
0
0
m
3
/
日

の
標

準
法

の
場

合
管

渠
建

設
費

・
維

持
管

理
費

(
焼

却
な

し
=
1
,
焼

却
含

む
=
2
)

6
.
9
万
円

/
ｍ

※
要

領
※

償
却

年
数

7
2
年

①
　

事
業

区
分

は
、

集
合

処
理

区
域

が
農

漁
集

事
業

の
場

合
は

1
、

⑦
年

当
た

り
費

用
0
.
0
9
6
万

円
/
年

　
　

下
水

道
事

業
の

場
合

は
2
を

入
力

⑧
管

渠
維

持
管

理
費

（
単

価
）

0
.
0
0
3
万

円
/
年

　
　

す
る

。
家

屋
間

限
界

距
離

（
Ｌ

）
7
2
ｍ

②
　

戸
数

は
非

常
住

家
屋

を
含

め
た

換
算

戸
数

を
入

れ
る

。
Ｌ

＝
（

③
＋

④
＋

⑤
＋

⑥
－

①
－

②
）

/
（

⑦
＋

⑧
）

③
　

１
戸

当
た

り
人

口
は

各
区

域
の

実
績

に
従

う
こ

と
。

※
処

理
場

建
設

費
に

は
用

地
費

含
む

④
　

1
人

1
日

当
り

日
最

大
汚

水
量

は
、

同
市

町
内

に
既

計
画

が
　
　

あ
る

場
合

は
、

そ
の

数
値

を
用

い
る

。
　
　

も
し

く
は

、
計

画
設

計
指

針
な

ど
を

参
考

に
す

る
。

　
　

特
に

定
め

て
い

な
い

場
合

は
、

日
最

大
0
.
5
1
0
ｍ

3
/
人

・
日

　
　

と
す

る
。

⑤
　

下
水

道
の

場
合

（
①

で
2
を

選
択

し
た

場
合

）
　
　

現
況

ま
た

は
計

画
時

に
お

け
る

既
整

備
区

域
等

の
　
　

汚
水

処
理

施
設

の
日

最
大

汚
水

量
を

入
力

す
る

。
　
　

農
集

排
の

場
合

（
①

で
1
を

選
択

場
合

）
　
　

現
況

ま
た

は
計

画
時

に
お

け
る

既
整

備
区

域
等

の
　
　

汚
水

処
理

施
設

の
日

最
大

汚
水

量
を

入
力

す
る

。
⑥
　

既
整

備
区

域
戸

数
×

１
世

帯
数

当
た

り
人

員

管
渠

建
設

費
（

単
価

）

集
合

処
理

区
域

の
諸

元
集

合
処

理
区

域
Ｚ

－
６

上
新

田
1 1
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周辺家屋の取り込み等による既整備区域の設定にあたり、既整備区域等の周辺家屋につい

て、前述の家屋間限界距離を参考に、経済性を基にした家屋の取り込みの検討を行う。 

 

既整備区域（潟満、大浜、大見、北草木、上高瀬第一、上新田）の周辺家屋について、合

併処理浄化槽の整備状況も考慮して検討した結果、事例様式２に示すとおり、周辺家屋の取

り込みは行わないものとする。 
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事
例

様
式

2
市

町
作

業
用

現
計

画
見

直
し

集
合

個
別

継
続

修
正

①
②

③
④

⑤
⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

⑫
⑬

1
0
8

Z
-
1

農
集

排
潟

満
4
5
.
0

－
1
9
6

－
－

◎
◎

○
周

辺
家

屋
の

取
り

込
み

等
は

行
わ

な
い

1
,
0
4
7

Z
-
2

農
集

排
大

浜
4
6
.
0

－
1
,
1
4
7

－
－

◎
◎

○
周

辺
家

屋
の

取
り

込
み

等
は

行
わ

な
い

5
6
6

Z
-
3

農
集

排
大

見
2
5
.
7

－
5
9
6

－
－

◎
◎

○
周

辺
家

屋
の

取
り

込
み

等
は

行
わ

な
い

5
4
5

Z
-
4

農
集

排
北

草
木

2
6
.
0

－
5
5
6

－
－

◎
◎

○
周

辺
家

屋
の

取
り

込
み

等
は

行
わ

な
い

5
7
5

Z
-
5

農
集

排
上

高
瀬

第
一

3
4
.
0

－
5
8
6

－
－

◎
◎

○
周

辺
家

屋
の

取
り

込
み

等
は

行
わ

な
い

7
8

Z
-
6

漁
集

排
上

新
田

1
3
.
0

－
7
8

－
－

◎
◎

○
周

辺
家

屋
の

取
り

込
み

等
は

行
わ

な
い

1
）
整

備
手

法
は

、
市

町
整

備
計

画
（
平

成
1
8
年

度
策

定
）
で

設
定

し
て

い
た

事
業

で
整

備
を

す
る

と
想

定
し

ま
す

。
〔
②

〕

2
）
備

考
に

は
、

区
域

界
変

更
の

理
由

や
処

理
方

式
（
集

合
処

理
、

個
別

処
理

）
変

更
の

理
由

を
記

入
し

ま
す

。
〔
⑬

〕

3
）
判

定
の

欄
に

は
継

続
か

修
正

の
ど

ち
ら

か
に

○
印

を
記

入
し

ま
す

。
〔
⑪

⑫
〕

4
）
処

理
区

域
内

人
口

は
平

成
2
6
年

3
月

現
在

の
住

民
基

本
台

帳
人

口
か

ら
設

定
し

ま
す

。
〔
⑥

〕

5
）
処

理
区

域
内

人
口

は
、

上
段

に
常

住
人

口
、

下
段

に
事

務
所

、
官

公
署

,工
場

な
ど

の
排

水
を

常
住

人
口

相
当

に
換

算
し

た
換

算
人

口
を

加
え

た
人

口
を

記
入

し
ま

す
。

〔
⑥

〕

6
）
処

理
場

用
地

の
確

保
は

、
確

保
で

き
て

い
る

ま
た

は
で

き
る

場
合

は
◎

、
見

通
し

が
あ

る
場

合
は

○
、

確
保

で
き

な
く
な

っ
た

場
合

は
×

を
記

入
し

ま
す

。
〔
⑨

〕

7
）
放

流
先

の
確

保
は

、
確

保
で

き
て

い
る

ま
た

は
で

き
る

場
合

は
◎

、
見

通
し

が
あ

る
場

合
は

○
、

確
保

で
き

な
く
な

っ
た

場
合

は
×

を
記

入
し

ま
す

。
〔
⑩

〕

8
）
処

理
区

域
番

号
は

市
町

整
備

計
画

（
平

成
1
8
年

度
策

定
）
の

も
の

を
仮

付
け

し
て

お
き

ま
す

。
〔
①

〕

処
理

区
域

番
号

判
定

（
年

当
り

費
用

万
円

/
年

）
処

理
区

域
名

地
区

名
事

業
の

略
称

（
仮

）

処
理

区
域

内
人

口
（
人

）

⑥

備
　

考

処
理

区
域

既
整

備
区

域
等

の
検

討
単

位
区

域
の

検
討

（
h
a)

放
流

先
の

確
保

処
理

場
用

地
の

確
保

(見
通

し
)

経
済

比
較
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２－３ 既整備区域等以外の把握・設定 

既整備区域等以外の区域の集落や家屋について、集合処理が適当か、個別処理が適当かを

判断するために、家屋間限界距離等を算定し、整備時期、地域の実情を踏まえ、検討単位区

域を設定する。 

三豊市では、「図１－１ 現構想（平成18年度）構想図」で示されるとおり、既整備区域

等以外の区域では、集合処理（公共下水道、農業集落排水施設等）区域は設定されていない。 

また、既整備区域等以外の区域は、浄化槽設置整備事業での整備を推進していることから、

既整備区域等以外の検討単位区域の設定は行わない。 
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３．処理区域の設定 

３－１ 処理区域の設定手順 

処理区域の設定は、「２．検討単位区域の設定」で設定した検討単位区域を対象に経済性

等を基にして、集合処理が有利か、個別処理が有利かを検討するものであり、「市町整備計

画作成マニュアル」では、次のとおり行うとしている。（図３－１－１） 

①検討単位区域毎の将来人口等の設定 

②既存生活排水処理施設の状況と把握 

③経済性を基にした集合処理・個別処理の比較 

④集合処理区域（既整備区域等含む）と個別処理区域との接続検討 

⑤集合処理区域（既整備区域等含む）同士の接続検討 

⑥整備時期、水質保全効果、地域特性、住民の意向等を考慮した集合処理区域・個別処理

区域の設定 

 

 

図３－１－１ 処理区域設定イメージ 
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３－２ 検討単位区域毎の将来人口等の設定 

集合処理と個別処理の比較にあたって、字界等の単位で推計した将来フレーム想定年次に

おける将来人口・家屋数を基に、検討単位区域毎の将来人口・将来家屋数を設定する。（図

３－２－１） 

 

 

図３－２－１ 検討単位区域毎の将来人口等の設定イメージ 

 

なお、学校・事務所ビル・工場等の事業所の排出量については、表３－２－１に示す「し

尿浄化槽処理対象人員算定基準（香川県）」を参考にして、人口・家屋数に換算し、検討単

位区域毎に適切に加算するものとする。 

なお、事業所の利用者の中に常住者が含まれる場合は、常住人口（定住人口）と換算人口

（流入人口）が重複するため、表３－２－２に示す「流入率の算定例」等を参考に、その割

合（流入率）を勘案して換算人口を低減する。 
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表３－２－１ し尿浄化槽処理対象人員算定基準（香川県） 

類 似 

用途別 

番 号 

建築用途 
処理対象人員 

算定式 算定単位 

１ 

集
会
場
施
設
関
係 

イ 
公会堂・集会場・劇場・

映画館・演芸場 
ｎ＝0.08Ａ 

ｎ：人員（人） 

Ａ：延べ面積（ｍ2） 

ロ 競輪場・競馬場・競艇場 ｎ＝16Ｃ 
ｎ：人員（人） 

Ｃ：総便器数（個）(※１)

ハ 観覧場・体育館 ｎ＝0.065Ａ 
ｎ：人員（人） 

Ａ：延べ面積（ｍ2） 

２ 

住
宅
施
設
関
係 

イ 住宅
Ａ＜140の場合 ｎ＝５ ｎ：人員（人） 

Ａ：延べ面積（ｍ2） 140≦Ａの場合 ｎ＝７ 

ロ 共 同 住 宅ｎ＝0.05Ａ 

ｎ：人員（人） 
ただし、１戸当たりｎが、3.5人

以下の場合は１戸当たりのｎを

3.5人または２人〔１戸が１居室

（※２）だけで構成されている

場合に限る〕とし、１戸当たり

のｎが６人以上の場合は１戸当

たりのｎを６人とする。 

Ａ：延べ面積（ｍ2） 

ハ 下 宿 ・ 寄 宿 舎ｎ＝0.07Ａ 
ｎ：人員（人） 

Ａ：延べ面積（ｍ2） 

ニ 

学校寄宿舎・自衛隊・キ

ャンプ宿舎・老人ホー

ム・養護施設 

ｎ＝Ｐ 
ｎ：人員（人） 

Ｐ：定員（人） 

３ 

宿
泊
施
設
関
係 

イ 
ホテル・

旅館 

結婚式場また

は宴会場を有

する場合 

ｎ＝0.15Ａ 

ｎ：人員（人） 

Ａ：延べ面積（ｍ2） 結婚式場また

は宴会場を有

しない場合 

ｎ＝0.075Ａ 

ロ モ ー テ ルｎ＝５Ｒ 
ｎ：人員（人） 

Ｒ：客室数 

ハ 
簡易宿泊所・合宿所・ユ

ースホステル・青年の家
ｎ＝Ｐ 

ｎ：人員（人） 

Ｐ：定員（人） 

４ 

医
療
施
設
関
係 

イ 

病
院
・
診
療
所
・
伝
染
病
院 

業務用の厨

房設備また

は洗濯設備

を設ける場

合 

3 0 0 床

未満の

場合 

ｎ＝８Ｂ 

ｎ：人員（人） 

Ｂ：ベット数（床） 

3 0 0 床

以上の

場合 

ｎ＝11.43(Ｂ－300)＋2,400

業務用の厨

房設備また

は洗濯設備

を設けない

場合 

3 0 0 床

未満の

場合 

ｎ＝５Ｂ 

3 0 0 床

以上の

場合 

ｎ＝7.14(Ｂ－300)＋1,500

ロ 診 療 所 ・ 医 院ｎ＝0.19Ａ 
ｎ：人員（人） 

Ａ：延べ面積（ｍ2） 
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類 似 

用途別 

番 号 

建築用途 
処理対象人員 

算定式 算定単位 

５ 

店
舗
関
係 

イ 店 舗 ・ マ ー ケ ッ トｎ＝0.075Ａ 

ｎ：人員（人） 

Ａ：延べ面積（ｍ2） 

ロ 百 貨 店ｎ＝0.15Ａ 

ハ 

飲

食

店

一般の場合 ｎ＝0.72Ａ 

汚濁負荷の高い場合 ｎ＝2.94Ａ 

汚濁負荷の低い場合 ｎ＝0.55Ａ 

ニ 喫 茶 店ｎ＝0.80Ａ 

６ 

娯
楽
施
設
関
係 

イ 玉 突 場 ・ 卓 球 場ｎ＝0.075Ａ 

ｎ：人員（人） 

Ａ：延べ面積（ｍ2） 

ロ パ チ ン コ 店ｎ＝0.11Ａ 

ハ 
囲碁クラブ・マージャン

クラブ 
ｎ＝0.15Ａ 

ニ デ ィ ス コｎ＝0.50Ａ 

ホ ゴ ル フ 練 習 場ｎ＝0.25Ｓ 
ｎ：人員（人） 

Ｓ：打席数（席） 

ヘ ボ ー リ ン グ 場ｎ＝2.50Ｌ 
ｎ：人員（人） 

Ｌ：レーン数（レーン） 

ト バ ッ テ ィ ン グ 場ｎ＝0.20Ｓ 
ｎ：人員（人） 

Ｓ：打席数（席） 

チ 

テ
ニ
ス
場

ナイター設備を設け

る場合 
ｎ＝３Ｓ 

ｎ：人員（人） 

Ｓ：コート面数（面） ナイター設備を設け

ない場合 
ｎ＝２Ｓ 

リ 遊 園 地 ・ 海 水 浴 場ｎ＝16Ｃ 
ｎ：人員（人） 

Ｃ：総便器数（個）(※１)

ヌ プ ー ル ・ ス ケ ー ト 場ｎ＝(20Ｃ＋120Ｕ)／８×ｔ

ｎ：人員（人） 

Ｃ：大便器数（個） 

Ｕ：小便器数（個）(※３)

ｔ：単位便器当たり１日平

均使用時間（時間）ｔ

＝1.0～2.0 

ル キ ャ ン プ 場ｎ＝0.56Ｐ 
ｎ：人員（人） 

Ｐ：収容人員（人） 

ヲ ゴ ル フ 場ｎ＝21Ｈ 
ｎ：人員（人） 

Ｈ：ホール数（ホール） 

７ 

駐
車
場
関
係 

イ 
サービス

エリア 

便
所 

一 般 部ｎ＝3.60Ｐ 

ｎ：人員（人） 

Ｐ：駐車ます数（ます） 

観 光 部ｎ＝3.83Ｐ 

売店なし

ＰＡ 
ｎ＝2.55Ｐ 

売
店

一 般 部ｎ＝2.66Ｐ 

観 光 部ｎ＝2.81Ｐ 
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類 似 

用途別 

番 号 

建築用途 
処理対象人員 

算定式 算定単位 

  

ロ 駐 車 場 ・ 自 動 車 車 庫ｎ＝(20Ｃ＋120Ｕ)／８×ｔ

ｎ：人員（人） 

Ｃ：大便器数（個） 

Ｕ：小便器数（個）(※３)

ｔ：単位便器当たり１日平

均使用時間（時間）ｔ

＝0.4～2.0 

ハ ガ ソ リ ン ス タ ン ドｎ＝20 
ｎ：人員（人） 

１営業所当たり 

８ 

学
校
施
設
関
係 

イ 
保育所・幼稚園・小学

校・中学校 
ｎ＝0.20Ｐ 

ｎ：人員（人） 

Ｐ：定員（人） 
ロ 

高等学校・大学・各種学

校 
ｎ＝0.25Ｐ 

ハ 図 書 館ｎ＝0.08Ａ 
ｎ：人員（人） 

Ａ：延べ面積（ｍ2） 

９ 

事
務
関
係 

イ 事 務 所

業務用厨房設

備を設ける場

合 

ｎ＝0.075Ａ 

ｎ：人員（人） 

Ａ：延べ面積（ｍ2） 業務用厨房設

備を設けない

場合 

ｎ＝0.06Ａ 

10 

作
業
関
係 

イ 

工場・作

業所・研

究所・試

験所 

業務用厨房設

備を設ける場

合 

ｎ＝0.75Ｐ 

ｎ：人員（人） 

Ｐ：定員（人） 業務用厨房設

備を設けない

場合 

ｎ＝0.30Ｐ 

11 

１
～
10
用
途
に
属
さ
な
い
施
設 

イ 市 場ｎ＝0.02Ａ ｎ：人員（人） 

Ａ：延べ面積（ｍ2） ロ 公 衆 浴 場ｎ＝0.17Ａ 

ハ 公 衆 便 所ｎ＝16Ｃ 
ｎ：人員（人） 

Ｃ：総便器数（個）(※１) 

ニ 

駅・バス

ターミナ

ル 

Ｐ＜100,000の

場合 
ｎ＝0.008Ｐ 

ｎ：人員（人） 

Ｐ：乗降客数（人／日） 

100,000≦Ｐ＜

200,000の場合
ｎ＝0.010Ｐ 

200,000≦Ｐの

場合 
ｎ＝0.013Ｐ 

※１大便器数、小便器数及び両用便器数を合計した便器数 

※２居室とは、建築基準法による用語の定義でいう居室であって、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これら

に類する目的のために継続的に使用する室をいう。ただし、共同住宅における台所及び食事室を除く。 

※３女子専用便所にあっては、便器のおおむね１／２を小便器とみなす。 

※４ワンルームマンション、アパート等小規模でも各室厨房付きの場合は、共同住宅の分類に、学生寮、会社尞

等。食堂、厨房が共用で共同生活の形態を有するものは下宿・寄宿舎・尞の分類に入る。なお、下宿営業は

旅館業法に規定がある。 
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表３－２－２ 流入率の算定例 

類 似 

用途別 

番 号 

建築用途 流入率の算定方法 

１ 

集
会
場
施
設
関
係 

イ 
公会堂・集会場・劇

場・映画館・演芸場 
処理区外の地区住民数／地区住民または市町村の住民総数

ハ 観 覧 場 ・ 体 育 館処理区外の地区住民数／地区住民または市町村の住民総数

２ 

住
宅
施
設
関
係 

イ 住 宅
原則、定住人口として算定されるが、別荘に該当する利用

形態の場合は、ほとんどの場合100％でよい。 

ハ 下 宿 ・ 寄 宿 舎
原則、定住人口として算定されるが、利用形態を考慮して

流入人口として算定する場合は、ほとんどの場合100％でよ

い。 ニ 

学校寄宿舎・自衛隊キ

ャンプ宿舎・老人ホー

ム・養護施設 

３ 

宿
泊
施
設
関
係

イ ホ テ ル ・ 旅 館
施設利用者は大部分処理区外からの場合が多く、ほとんど

の場合100％でよい。 
ロ モ ー テ ル

４ 

医
療
施
設
関
係

イ 
病院・診療所・伝染病

院 
施設の実態の聞き取り調査による。 

ロ 診 療 所 ・ 医 院

５ 

店
舗
関
係 

イ 店 舗 ・ マ ー ケ ッ ト

施設の実態の聞き取り調査による。 
ロ 百 貨 店

ハ 飲 食 店

ニ 喫 茶 店

６ 

娯
楽
施
設
関
係 

イ 玉 突 場 ・ 卓 球 場

処理区外の地区住民数／地区住民総数 

ロ パ チ ン コ 店

ハ 
囲碁クラブ・マージャ

ンクラブ 

ニ デ ィ ス コ

ホ ゴ ル フ 練 習 場

ヘ ボ ー リ ン グ 場

ト バ ッ テ ィ ン グ 場

チ テ ニ ス 場

リ 遊 園 地 ・ 海 水 浴 場

ヌ プール・スケート場

ル キ ャ ン プ 場

ヲ ゴ ル フ 場

７ 

駐
車
場
関
係

ロ 駐車場・自動車車庫処理区外の地区住民数／地区住民総数 

ハ ガ ソ リ ン ス タ ン ド処理区外の地区住民数／地区住民総数 
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類 似 

用途別 

番 号 

建築用途 流入率の算定方法 

８ 

学
校
施
設
関
係 

イ 
保育所・幼稚園・小学

校・中学校 
処理区外の職員・生徒数／職員・生徒総数 

ロ 
高等学校・大学・各種

学校 
処理区外の職員・生徒数／職員・生徒総数 

ハ 図 書 館（市町村住民総数－処理区住民総数）／市町村住民総数 

９ 

事
務
関
係 

イ 事 務 所処理区外の従業員数／全従業員 

10 

作
業
関
係

イ 
工場・作業所・研究

所・試験所 
処理区外の従業員数／全従業員 

11 

１
～
10
用
途
に
属
さ
な
い
施
設

ハ 公 衆 便 所処理区外の地区住民数／地区住民総数 

ニ 駅・バスターミナル処理区外の地区住民数／地区住民総数 

店舗関係のうち理容院、美容院については、「し尿浄化槽の処理対象人員算定基準の解説（建築用途別処理対

象人員策定委員会）」等の資料より、算定の根拠は業務排水が主であり、施設利用者の中に定住者が含まれる場

合でも、施設からの排水と定住者自身の生活排水とが重複することは考えにくいことから、流入率を100％とす

る。 

資料:「農業集落排水施設における計画処理対象人口算定に関する参考資料」(社団法人 日本農業集落排水協会) 
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３－３ 既存生活排水処理施設の状況と把握 

処理区域を設定するにあたり、既に整備されている生活排水処理施設の状況を把握した上

で検討する。既存の生活排水処理施設の処理能力等を整理したものを表３－３－１～２に示

す。 

 

表３－３－１ 農業集落排水施設 

処理場名 

計画 

処理 

方式 

供用 

開始 

年度 

現況（平成25年度） 

計画

面積

(ha)

計画

人口

(人)

計画

戸数

(戸)

計画 

汚水量

(ｍ3/日)

処理

面積

(ha)

処理 

人口 

(人) 

処理

戸数

(戸)

処理 

能力 

(ｍ3/日)

潟満 45.0 370 135 99.9
JARUS 

-Ⅴ型 
平成５年 45.0 108 88 99.9

大浜 46.0 1,520 441 410.4
JARUS 

-XⅡ･G型
平成13年 46.0 813 319 411.0

大見 25.7 700 185 189.0
JARUS 

-XⅡ･G型
平成15年 25.7 384 120 189.0

北草木 26.0 640 174 172.8
JARUS 

-XⅡ･G型
平成14年 26.0 467 145 173.0

上高瀬第一 34.0 660 166 178.2
JARUS 

-XI型 
平成11年 34.0 466 136 179.0

資料：集落排水施設比較表（三豊市）、平成26年度 香川県全県域生活排水処理構想策定業務 基礎調査報

告書（平成27年１月） 

※計画人口・戸数には換算（流入）を含む。 

 

表３－３－２ 漁業集落排水施設 

処理場名 

計画 

処理 

方式 

供用 

開始 

年度 

現況（平成25年度） 

計画

面積

(ha)

計画

人口

(人)

計画

戸数

(戸)

計画 

汚水量

(ｍ3/日)

処理

面積

(ha)

処理 

人口 

(人) 

処理

戸数

(戸)

処理 

能力 

(ｍ3/日)

上新田 13.0 202 60 54.5
接触ばっ気

凝集沈殿
平成５年 13.0 78 45 55.0

資料：集落排水施設比較表（三豊市）、平成26年度 香川県全県域生活排水処理構想策定業務 基礎調査報

告書（平成27年１月） 

※計画人口・戸数には換算（流入）を含む。 
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３－４ 経済性を基にした集合処理・個別処理の比較 

既整備区域等以外の検討単位区域を対象として、集合処理が有利となるか、個別処理が有

利となるかについて、経済性を基にした比較を行う。（図３－４－１） 

比較にあたっては、可能な限り地域の実情に応じて算出した数値を用いて比較を行うもの

とする。 

なお、経済比較に用いる費用関数は、「１－４ 構想に用いる将来人口等の設定」に基づ

くものとする。 

 

 

図３－４－１ 検討単位区域における集合処理と個別処理の判定イメージ 

 

また、管渠は開削工法を前提としているが、河川、国道、鉄道などを横断する場合は、マ

ンホールポンプの設置、橋梁添架、推進工法などの採用が考えられることからこれらを考慮

し、可能な限り実態に即して比較する。 

 

事例様式３に示すとおり、本計画においては、該当地区はない。 
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低地より高地へ圧送（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

圧送管 

(橋梁添架) 
圧送管 

自然流下管自然流下管
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事
例

様
式

3
市

町
作

業
用

備
　

考

集
合

処
理

個
別

処
理

集
合

処
理

個
別

処
理

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

1
）
整

備
を

し
よ

う
と

す
る

事
業

は
、

区
域

お
よ

び
そ

の
周

辺
の

土
地

利
用

形
態

、
土

地
利

用
規

制
、

人
口

の
規

模
な

ら
び

に
類

似
す

る
処

理
区

域
の

整
備

事
業

な
ど

を
参

考
に

設
定

し
ま

す
。

〔
②

〕

2
）
区

域
内

人
口

は
、

平
成

2
6
年

3
月

現
在

の
住

民
基

本
台

帳
人

口
に

基
づ

き
算

定
し

ま
す

。
こ

の
場

合
、

区
域

内
に

あ
る

事
務

所
、

店
舗

、
官

公
署

な
ど

か
ら

排
出

さ
れ

る
生

活
系

汚
水

を
見

込
ん

だ
も

の
で

検
討

し
ま

す
の

で
、

　
区

域
内

人
口

の
欄

の
上

段
に

は
常

住
人

口
を

、
下

段
に

は
常

住
人

口
と

常
住

人
口

相
当

に
換

算
し

た
人

口
を

加
算

し
た

人
口

を
記

入
し

ま
す

。
〔
⑤

〕

3
）
判

定
の

欄
は

集
合

処
理

か
個

別
処

理
の

い
ず

れ
か

に
○

印
を

記
入

し
ま

す
。

〔
⑩

⑪
〕

4
）
備

考
に

は
、

経
済

性
以

外
の

理
由

で
判

定
し

た
場

合
は

、
そ

の
理

由
を

記
入

し
ま

す
。

　
個

別
処

理
を

選
択

し
た

場
合

は
、

さ
ら

に
「
浄

化
槽

設
置

整
備

事
業

（
個

人
設

置
型

）
」
ま

た
は

「
市

町
整

備
推

進
事

業
（
市

町
設

置
型

）
」
の

い
ず

れ
か

を
記

入
し

て
、

そ
の

選
択

理
由

も
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
〔
⑫

〕

5
）
集

合
処

理
区

域
の

番
号

（
仮

）
は

集
-
1
、

集
-
2
、

集
-
3
と

仮
番

号
を

記
入

し
ま

す
。

〔
①

〕

6
）
処

理
場

用
地

の
確

保
は

、
見

通
し

が
あ

る
場

合
は

◎
、

見
通

し
が

つ
き

そ
う

な
場

合
は

○
、

不
明

な
場

合
は

△
、

確
保

で
き

な
い

場
合

は
×

を
記

入
し

ま
す

。
〔
⑧

〕

7
）
放

流
先

の
確

保
は

、
確

保
で

き
る

場
合

は
◎

、
見

通
し

が
あ

る
場

合
は

○
、

不
明

な
場

合
は

△
、

確
保

で
き

な
い

場
合

は
×

を
記

入
し

ま
す

。
〔
⑨

〕

経
済

比
較

処
理

区
域

・
地

区
の

名
称

事
業

の
略

称
（
仮

）

既
整

備
区

域
等

以
外

の
検

討
単

位
区

域
の

検
討

集
合

処
理

区
の

番
号

（
仮

）
区

域
内

人
口

（
人

）
区

域
面

積
（
h
a)

処
理

場
用

地
の

確
保

(見
通

し
)

放
流

先
の

確
保

(見
通

し
)

判
定

（
年

当
り

費
用

万
円

/
年

）

該
当

地
区

な
し
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３－５ 集合処理区域（既整備区域等含む）と個別処理区域との接続検討 

集合処理区域（既整備区域等含む）に個別処理区域を接続した場合の検討を、以下のとお

り行う。（図３－５－１） 

（１）集合処理が有利とされた区域に個別処理が有利とされた区域を接続した場合の検討 

（２）既整備区域等に個別処理が有利とされた区域を接続する場合の検討 

検討にあたっては、接続ルート沿いにある家屋についても取り込みを行い、経済性の検討

を行うこととする。なお、可能な限り地域の実情に応じて算出した数値を用いて行うものと

する。 

 

 

図３－５－１ 集合処理区域と個別処理区域との接続検討イメージ 
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３－６ 集合処理区域（既整備区域等含む）同士の接続検討 

集合処理が有利とされた区域の接続検討を行う。検討にあたっては、接続ルート沿いにあ

る家屋についても取り込みを行い、経済性の検討を行うこととする。（図３－６－１） 

（１）集合処理区域同士の接続検討 

（２）既整備区域等と他の集合処理区域の接続検討 

なお、可能な限り地域の実情に応じて算出した数値を用いて行うものとする。 

 

 

図３－６－１ 集合処理区域同士の接続検討イメージ 

 

事例様式４に示すとおり、本計画においては「集合処理区域（既整備区域等含む）と個別

処理区域との接続検討」及び「集合処理区域（既整備区域等含む）同士の接続検討」とも該

当地区はない。 

 

これまでに検討した結果を整理すると、事例様式５、図３－６－２のとおりとなる。 
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事
例

様
式

4
市

町
作

業
用

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮

1
）
処

理
人

口
は

将
来

フ
レ

ー
ム

想
定

年
次

（
平

成
4
7
年

度
）
に

お
け

る
計

画
人

口
に

基
づ

き
算

出
し

た
常

住
人

口
と

区
域

内
に

あ
る

事
務

所
、

店
舗

、
官

公
署

な
ど

か
ら

排
出

さ
れ

る
生

活
系

汚
水

を
見

込
ん

だ
も

の
で

　
検

討
し

ま
す

の
で

、
処

理
人

口
の

欄
の

上
段

に
は

常
住

人
口

を
、

下
段

に
は

常
住

人
口

と
常

住
人

口
相

当
に

換
算

し
た

人
口

を
加

算
し

た
人

口
を

記
入

し
ま

す
。

〔⑤
⑩

〕

2
）
備

考
に

は
経

済
性

以
外

の
理

由
で

接
続

し
な

い
場

合
の

理
由

を
記

入
し

ま
す

。
〔
⑮

〕

3
）
判

定
の

欄
は

接
続

か
接

続
し

な
い

の
い

ず
れ

か
に

○
印

を
記

入
し

ま
す

。
〔
⑬

⑭
〕

4
）
判

定
は

処
理

場
施

設
の

能
力

、
用

地
の

確
保

と
と

も
に

放
流

先
の

状
況

（
放

流
水

量
の

取
決

め
、

許
容

量
の

制
約

）
を

十
分

考
慮

し
ま

す
。

〔
⑬

⑭
〕

5
）
「新

た
な

集
合

処
理

区
域

の
検

討
」
で

処
理

場
用

地
や

放
流

先
の

要
件

に
よ

っ
て

個
別

処
理

に
判

定
し

た
処

理
区

域
が

あ
れ

ば
、

「
接

続
の

検
討

」
を

考
慮

し
ま

す
。

処
理

区
域

（
案

）
の

接
続

検
討

接
続

す
る

接
続

先
の

処
理

区
域

接
続

し
よ

う
と

す
る

区
域

経
済

比
較

接
続

し
な

い

判
定

備
考

（年
当

り
費

用
万

円
/年

）

接
続

し
な

い
場

合
事

業
の

略
称

（
仮

）
処

理
区

域
の

名
称

処
理

区
域

面
積

（
h
a)

処
理

人
口

(人
）

接
続

し
た

場
合

処
理

区
域

番
号

事
業

の
略

称
（
仮

）
処

理
区

域
の

名
称

処
理

区
域

面
積

（
h
a)

処
理

人
口

(人
）

処
理

区
域

番
号

該
当

地
区

な
し
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事
例

様
式

5
市

町
作

業
用

処
理

方
式

放
流

先
備

考
（
h
a)

（
人

）
①

②
③

④
⑤

⑥
⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

8
1

Z
-
1

農
集

排
潟

満
4
5
.
0

1
6
9

○
単

独
処

理
備

讃
瀬

戸

7
8
1

Z
-
2

農
集

排
大

浜
4
6
.
0

8
8
1

○
単

独
処

理
備

讃
瀬

戸

4
2
3

Z
-
3

農
集

排
大

見
2
5
.
7

4
5
3

○
単

独
処

理
水

谷
川

4
0
7

Z
-
4

農
集

排
北

草
木

2
6
.
0

4
1
8

○
単

独
処

理
江

尻
川

4
3
0

Z
-
5

農
集

排
上

高
瀬

第
一

3
4
.
0

4
4
1

○
単

独
処

理
乙

田
川

5
9

Z
-
6

漁
集

排
上

新
田

1
3
.
0

5
9

○
単

独
処

理
備

讃
瀬

戸

1
）
処

理
人

口
の

欄
⑤

の
上

段
に

は
将

来
フ

レ
ー

ム
想

定
年

次
（
平

成
4
7
年

度
）
に

お
け

る
計

画
人

口
に

基
づ

き
設

定
し

た
常

住
人

口
を

記
入

し
、

事
務

所
、

店
舗

、
官

公
署

な
ど

生
活

系
排

水
お

よ
び

　
工

場
排

水
を

常
住

人
口

に
換

算
し

た
人

口
を

加
算

し
た

処
理

人
口

を
下

段
に

記
入

し
ま

す
。

〔
⑤

〕

2
）
処

理
方

式
は

、
単

独
処

理
か

流
域

下
水

道
関

連
か

を
記

入
し

ま
す

。
〔
⑨

〕

3
）
処

理
区

域
の

構
成

は
、

該
当

す
る

欄
の

と
こ

ろ
に

○
印

を
記

入
し

ま
す

。
〔
⑥

⑦
⑧

〕

4
）
処

理
区

域
の

番
号

は
、

既
処

理
区

の
番

号
や

新
た

な
集

合
処

理
区

域
の

仮
番

号
を

付
け

て
お

き
ま

す
。

〔
①

〕

処
理

区
域

の
構

成

処
理

区
域

（
案

）
の

整
理

処
理

区
域

の
番

号
事

業
の

略
称

処
理

区
域

ま
た

は
地

区
の

名
称

処
理

区
域

の
面

積
整

備
済

み
処

理
区

域
単

一
の

処
理

区
域

接
続

し
た

処
理

区
域

処
理

人
口
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46

Ｚ－６
上新田地区漁業集落排水施設（整備完了）

Ｚ－３
大見地区農業集落排水施設（整備完了）

Ｚ－１
潟満地区農業集落排水施設（整備完了）

Ｚ－５
上高瀬第一地区農業集落排水施設（整備完了）

1:100,000

Ｚ－２
大浜地区農業集落排水施設（整備完了）

Ｚ－４
北草木地区農業集落排水施設（整備完了）

図３－６－２　処理区（案）の整理　　　　　　

記号 色区分

公共下水道（狭義） 赤色

特定環境保全公共下水道 桃色

農業集落排水施設 緑色

漁業集落排水施設 青色

林業集落排水施設 茶色

コミュニティ･プラント 黄色

合併処理浄化槽（市設置型） 水色

合併処理浄化槽（個人設置型） 灰色

凡　　　　　　　　　　例

区　　　　　分

生
活
排
水
処
理
施
設



 

 

 

３－７ 整備時期、水質保全効果、地域特性、住民の意向等を考慮した集合処理区域・個

別処理区域の設定 

これまでの検討では、経済性による集合処理と個別処理の比較を行ったが、集合処理区域、

個別処理区域の設定にあたっては、経済性以外の特性についても考慮し、総合的判断に基づ

いて設定する。 

経済性以外の特性としては、特に今後10年程度を目処に生活排水処理施設を概成すること

を目指し、整備期間を短縮する手法も検討する。 

さらには、以下のような各地域の特性を総合的に勘案して集合処理と個別処理の判定を行

うこととする。 

・生活排水処理施設毎に整備時期の早期化等についても留意し、地域における水質保全効

果のために望ましい手法を考慮する。 

・個別処理では放流先が確保できない、あるいは合併処理浄化槽設置スペースの確保が困

難な家屋が多い。 

・集合処理用地の確保が困難である。 

・地域一体となって既に合併処理浄化槽を設置しており、改めて集合処理とすることにつ

いて住民の合意が得られない。 

・地域における水利用の形態（農業用水としての利用等）から集約的な処理水質の管理が

必要である。 

また、既整備区域等への統合を行う場合には、経済性や生活排水処理施設の施設規模だけ

ではなく、都市計画や農業振興地域整備計画等の土地利用計画や既存の生活排水処理に関す

る事業計画との整合性についても十分に留意する必要がある。 

なお、都市計画法の運用では、地方公共団体が合理的な判断のもと、市街化区域内の下水

道区域を合併処理浄化槽区域に変更することを妨げるものではないことに留意する。 

 

上記検討を行った結果、選定された処理区（案）をまとめると、事例様式８、図３－７－

１に示すとおりとなる。 
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事
例

様
式

8
市

町
作

業
用

処
理

区
域

処
理

人
口

の
面

積

（
h
a)

（
人

）

①
②

③
④

⑤

Z
-1

農
集

排
潟

満
4
5
.
0

8
1

Z
-2

農
集

排
大

浜
4
6
.
0

7
8
1

Z
-3

農
集

排
大

見
2
5
.
7

4
2
3

Z
-4

農
集

排
北

草
木

2
6
.
0

4
0
7

Z
-5

農
集

排
上

高
瀬

第
一

3
4
.
0

4
3
0

Z
-6

漁
集

排
上

新
田

1
3
.
0

5
9

1
）
⑤

処
理

人
口

は
、

将
来

フ
レ

ー
ム

想
定

年
次

平
成

4
7
年

度
）
に

お
け

る
計

画
人

口
に

基
づ

き
設

定
し

た
常

住
人

口
を

記
入

し
ま

す
。

2
）
⑥

は
総

合
的

な
判

断
に

基
づ

き
集

合
処

理
・
個

別
処

理
を

選
定

し
た

理
由

や
選

定
の

ポ
イ

ン
ト

を
簡

潔
に

記
入

し
ま

す
。

3
）
⑦

は
集

合
処

理
・
個

別
処

理
の

判
定

結
果

を
記

入
し

ま
す

。

整
備

完
了

集
合

処
理

整
備

完
了

集
合

処
理

整
備

完
了

集
合

処
理

整
備

完
了

集
合

処
理

⑥
⑦

整
備

完
了

集
合

処
理

整
備

完
了

集
合

処
理

処
理

区
域

（案
）の

選
定

処
理

区
域

の
番

号
（
図

中
番

号
）

事
業

の
略

称
処

理
区

域
ま

た
は

地
区

の
名

称

総
合

的
判

断
に

基
づ

い
た

設
定

の
内

容
（
整

備
時

期
、

水
質

保
全

効
果

、
地

域
特

性
、

住
民

の
意

向
な

ど
）

集
合

処
理

・
個

別
処

理
 （

浄
化

槽
）
の

判
定

結
果
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49

Ｚ－６
上新田地区漁業集落排水施設（整備完了）

Ｚ－３
大見地区農業集落排水施設（整備完了）

Ｚ－１
潟満地区農業集落排水施設（整備完了）

Ｚ－５
上高瀬第一地区農業集落排水施設（整備完了）

1:100,000

Ｚ－２
大浜地区農業集落排水施設（整備完了）

Ｚ－４
北草木地区農業集落排水施設（整備完了）

図３－７－１　処理区（案）の選定　　　　　　

記号 色区分

公共下水道（狭義） 赤色

特定環境保全公共下水道 桃色

農業集落排水施設 緑色

漁業集落排水施設 青色

林業集落排水施設 茶色

コミュニティ･プラント 黄色

合併処理浄化槽（市設置型） 水色

合併処理浄化槽（個人設置型） 灰色

凡　　　　　　　　　　例

区　　　　　分

生
活
排
水
処
理
施
設



 

 

 

４．整備・運営管理手法の選定 

４－１ 整備手法の選定 

これまでに設定した処理区域について、次の手順で事業種別の選定を行う。 

なお、各生活排水処理事業の特性は、図４－１－１、表４－１－１（１）～（２）に示す

とおりである。 

 

  選定した処理区域   

      

     

整備済み、既計画等で生活排水処

理事業の整備・管理手法が明らか

な処理区域 

 
未整備、生活排水処理事業の計画

がない処理区域 

     

事業手法の継続  

・生活排水処理施設整備事業の採

択基準 

・生活排水処理施設整備方針 

・運営管理、維持管理方針 

     

      

  整備手法を確定した処理区域   
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表４－１－１（１） 生活排水処理施設の比較（事業概要） 

区分 公共下水道事業
特 定 環 境 保 全

公共下水道事業

農 業 集 落

排 水 事 業

漁 業 集 落

排 水 事 業

林 業 集 落

排 水 事 業

目 的 

都市の健全な発達及

び公衆衛生の向上に

寄与し合わせて公共

用水域の保全に資す

る。 

自然環境の保全また

は農山漁村における

水質の保全に資す

る。 

農業集落における農

業用用排水の水質保

全、農業用用排水施

設の機能維持及び農

村生活環 

境の改善を図り、併

せて公共用水域の水

質保全に寄与する。

漁港の機能の増進と

その背後の漁業集落

における生活環境の

改善を総合的に図

る。 

山村地域の生活環境

基盤の整備を促進す

る。 

設 置 主 体 

維 持 管 理 主 体 
地方公共団体 地方公共団体 

地方公共団体、土地

改良区等 地方公共団体 
地方公共団体、森林

組合等 

根 拠 法 又 は 

予 算 上 の 措 置 

下水道法 下水道法 農業集落排水事業

（集排単独）、農業

集落排水資源循環統

合補助事業、 

農村振興総合整備事

業、むらづくり総合

整備事業、美しい村

づくり総合整備事

業、村づくり交付金

の事業、汚水処理施

設整備交付金の事

業、農山漁村地域整

備交付金のうち農業

集落排水事業 

漁業集落環境整備事

業漁村づくり総合整

備事業漁村再生交付

金の事業村づくり交

付金の事業汚水処理

施設整備交付金の事

業 

農山漁村地域整備交

付金のうち漁業集落

排水事業 

森林居住環境整備事

業美しい村づくり総

合整備事業村づくり

交付金の事業、里山

エリア再生交付金の

事業 

制 度 の 

創 設 時 期 

昭和33年（下水道法

制定） 

昭和50年（特定環境

保全公共下水道） 

昭和61年（簡易な公

共下水道） 

集排単独（昭和58

年）、農業集落排水

資源循環統合補助事

業（平成14年）、農

村振興総合整備事業

（平成13年）、むら

づくり総合整備事業

（平成15年）、美し

い村づくり総合整備

事業（平成16 

年）、村づくり交付

金の事業（平成16

年）、汚水処理施設

整備交付金の事業

（平成17年）、農山

漁村地域整備交付金

のうち農業集落排水

事業（平成24年） 

漁業集落排水施設

（漁業集落環境整備

事 業 ） （ 昭 和 53

年）、漁業集落排水

施設（漁村づくり総

合整備事業）（平成

６年）、漁村再生交

付金の事業（平成17

年）、村づくり交付

金の事業（平成17

年）、汚水処理施設

整備交付金の事業

（平成17年）、農山

漁村地域整備交付金

のうち漁業集落排水

事業（平成24年） 

林業集落排水施設

（平成５年）、森林

居住環境整備事業

（平成14年）、美し

い村づくり総合整備

事業（平成16年）、

村づくり交付金の事

業（平成16年）、里

山エリア再生交付金

の事業（平成18年）

対 象 地 域 

主として市街地 市街化区域外の自然

公園区域、農山漁

村、水質保全上特に

緊急を要する区域 

農業振興地域の整備

に関する法律に基づ

く農業振興地域（こ

れと一体的 

に整備することを相

当とする区域を含

む。）内の農業集落

漁港漁場整備法によ

り指定された漁港の

背後集落 

森林法により指定さ

れた森林整備市町村

若しくは林業振興地

域育成対策 

事業実施要網により

指定された林業振興

地域又は市町村森林

整備計画策定等事業

実施要領による森林

整備推進市町村の区

域 

対 象 人 口 

制限なし 1,000～10,000人 

ただし、水質保全上

特に緊急に下水道の

整備を必要とする地

区において 

は、1,000人未満も

実施できる。 

原 則 と し て 概 ね

1,000人程度 

なお、1,000人以上

で実施する場合は、

市町村及び都道府県

の関係部局 

間で協議調整を行

う。 

100人～5,000人 

なお、1,000人以上

で実施する場合は、

市町村及び都道府県

の関係部局 

間で協議調整を行

う。 

原 則 と し て 概 ね

1,000人以下 

なお、1,000人以上

で実施する場合は、

市町村及び都道府県

の関係部局 

間で協議調整を行

う。 
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表４－１－１（２） 生活排水処理施設の比較（事業概要） 

区分 
簡 易 排 水 施 設

整 備 事 業

小規模集合排水

処理施設整備事業

コ ミ ュ ニ テ ィ

・ プ ラ ン ト

浄 化 槽 市 町 村

整 備 推 進 事 業

個 別 排 水 処 理

施 設 整 備 事 業

浄 化 槽

（ 個 人 設 置 ）

目 的 

農山漁村における

定住者や滞在者の

増加などを通じた

農山漁村の活性化

を図る 

計画を作成し、そ

の実現に必要な生

活環境施設、地域

間交流拠点施設な

どの施設整備を中

心とした総合的な

取組を図る。 

市町村が汚水等

を集合的に処理

する施設であっ

て、小規模なも

のの整備促進を

図る。 

地方公共団体が

地域し尿処理施

設を設置し、し

尿と雑排水を併

せて処理するこ

とにより、生活

環境の保全及び

公衆衛生の向上

を図る。 

水道水源の保全

のために、生活

排水対策の緊急

性が高い地域に

おいて市町村が

設置主体となっ

て個別浄化槽の

面 的 整 備 を 行

う。 

水道水源の保全

のために、生活

排水対策の緊急

性が高い地域に

おいて市町村が

設置主体となっ

て個別浄化槽の

面 的 整 備 を 行

う。 

下水道未整備地

域における雑排

水による公共用

水域の汚濁等の

生活環境の悪化

に対処する。 

設 置 主 体 

維持管理主体 

地方公共団体、

農業協同組合等
地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 個人 

根 拠 法 又 は 

予算上の措置 

農山漁村活性化

プロジェクト支

援交付金の事業

小規模集合排水

処理施設整備事

業 

廃棄物の処理及

び清掃に関する

法律 

浄化槽法 

浄化槽市町村整

備推進事業 

循環型社会形成

推進交付金の事

業 

汚水処理施設整

備交付金の事業 

個別排水処理施

設整備事業 

浄化槽法 

浄化槽設置整備

事業 

循環型社会形成

推進交付金の事

業 

汚水処理施設整

備交付金の事業

制 度 の 

創 設 時 期 

農山漁村活性化

プロジェクト支

援交付金の事業

（平成19年） 

小規模集合排水

処理施設（平成

６年） 

廃棄物処理施設

設 置 整 備 補 助

（昭和41年） 

特定地域生活排

水処理施設（平

成６年） 

循環型社会形成

推進交付金の事

業（平成17年） 

汚水処理施設整

備交付金の事業

（平成17年） 

個別排水処理施

設（平成6年） 

浄化槽（昭和62

年） 

変則浄化槽（昭

和63年） 

対 象 地 域 

農山漁村滞在型余

暇活動のための基

盤整備の促進に関

する法律に規定す

る市町村計画に定

める 

整備地区の区域、

又は、五法指定地

域等（(1)山村振興

法にて指定された

地域、(2)過疎地域

自立促進特別措置

法にて規定された

地域、(3)離島振興

法にて指定された

地域、(4)半島振興

法にて指定された

地域、(5)特定農山

村地域における農

林業等の活性化の

ための基盤整備の

促進に関する法律

にて規定された地

域 

特に制限なし 特に制限なし 浄化槽による汚

水 処 理 が 経 済

的・効率的であ

る 地 域 で あ っ

て、環境大臣が

適当と認める地

域 

①下水道、農業

集落排水施設等

の集合排水処理

施設に係る処理

区域の周辺地域

（単年度あたり

20戸未満の住宅

を整備） 

②①以外の事業

であって、浄化

槽市町村整備推

進事業の対象と

なる地域（単年

度あたり20戸未

満 の 住 宅 を 整

備） 

ア下水道法予定処

理区域以外の地域

であって、脚注※

の （ ア ） か ら

（キ）のいずれか

に該当する地域で

あること。 

イ下水道の整備が

当分の間（原則と

して七年以上）見

込まれない下水道

事業計画区域内の

地域であって、脚

注※の（ア）又は

（イ）のいずれか

に該当する地域で

あること。 

ウ水道原水水質保

全事業の実施の促

進に関する法律第

５条の規定に基づ

く都道府県計画に

定められた浄化槽

の整備地域 

対 象 人 口 

受益戸数が原則と

して３戸以上20戸

未満なお、農山漁

村活性化プロジェ

クト支援交付金で

新たに整備される

基幹的施設と各戸

から排出される 

し尿・生活雑排水

を管路により一体

的に集合処理する

ものとする。 

原則として住宅

戸数２戸以上20

戸未満 

101人～30,000人 住宅戸数20戸以

上（離島地域等

にあたっては、

10戸以上） 

原則として住宅

戸数20戸未満 

特に制限なし 
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適用する事業の種別は、未整備区域における整備時期、既整備区域における運営管理の現

状及び課題を考慮し、今後の施設整備や施設の有効活用、効率化を目指し、改築・更新や統

合等の時期を考慮して選定することとする。 

また、事業の選定にあたっては、各事業の予算上の措置となる根拠法並び予算制度を踏ま

えるとともに、例えば、市街化区域外及び用途地域外での公共下水道事業（都市計画事業と

して行われない公共下水道事業）においては地方自治法に基づいて分担金が徴収できる制度

を活用することや、個別処理と判断された区域での整備・維持管理については、早期整備の

推進や適切な維持管理の確保のため、浄化槽市町村整備推進事業等、公的関与を強める手法

についても検討を行う必要がある。 

これまでの検討で設定された処理区域は、すべて既整備区域等であることから、潟満、大

浜、大見、北草木、上高瀬第一地区は農業集落排水事業を、上新田地区は漁業集落排水事業

を継続する。 

また、上記以外の区域は、浄化槽設置整備事業を継続するが、次の事業・補助金制度によ

り生活排水処理施設整備の推進を図っていくものとしている。 

 

「水と緑の美しいまちづくり事業」 

対象区域：市内全域で高瀬・三野・詫間・仁尾町のうち農・漁業集落排水事業実施区域を

除いた区域 

補助対象：専用住宅（住居を目的とした住宅）、併用住宅（小規模店舗等併用住宅） 

補助対象になる浄化槽：高度処理型合併処理浄化槽（窒素又は燐除去型） 

単独処理浄化槽撤去費補助事業：専用住宅で単独処理浄化槽から合併処理浄化槽を設置し

ようとする場合に補助金を加算 

 

「合併処理浄化槽維持管理費補助金制度」 

補助対象：市内に設置されている専用住宅の合併処理浄化槽（20人槽以下）に対して適正

な維持管理（保守点検・清掃・法定検査）を行った者（同一年度に実施） 
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４－２ 事業間連携の検討 

効率的な生活排水処理施設の整備・管理にあたっては、各施設の整備進捗や維持管理状況

等を踏まえ、各生活排水処理施設の事業間連携の検討を行う。 

 

 

事業間連携の必要性の背景 

１．本格的な人口減少社会の到来  

２．市町合併による行政区域の再編 

３．厳しい地方財政状況      

 

      

 

事業間連携の検討 

１．各生活排水処理施設の進捗状況の把握    

２．各生活排水処理施設の老巧化の度合いの把握 

３．各生活排水処理施設の改築更新予定の把握  

 

      

  事業間連携の方策の検討   

      

 より効率的な生活排水処理施設の整備や管理を行う  

 

これまで、生活排水処理施設については、適切な役割分担のもと、各施設が計画的に整備

されてきたが、現在の社会情勢においては本格的な人口減少社会の到来、市町合併による行

政区域の再編、依然として厳しい地方財政状況がある。これらに的確に対応するためには、

各施設の整備進捗や老朽化の度合いや施設改築予定等の状況を的確に把握し、生活排水処理

施設の連携方策を検討し、より効率的な生活排水処理施設の整備や管理を行うことが重要で

ある。 

これまで多くの地方公共団体において実施されてきた生活排水処理施設の連携事業として

は、表４－２－１のものがある。 

 

現在、三豊市においては、各生活排水処理施設の事業間連携の予定（計画）はないが、今

後、「三豊市公共施設再配置計画」（平成25年６月）との整合も図りながら進めていくもの

とする。 
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表４－２－１ 事業間連携に関する方策 

制度名 
地域再生基盤強化交付金 

（汚水処理施設整備交付金）
社会資本整備総合交付金 社会資本整備総合交付金 

事業名 

下水道、農業集落排水、漁業

集落排水、浄化槽 
下水道 下水道、集落排水、浄化槽等

－ 
特定下水道施設共同整備事業

（スクラム） 

汚水処理施設共同整備事業 

（ＭＩＣＳ） 

制度・事業目的 

・地域が自主性・裁量性の高

い資金として活用できる交

付金制度。 

・３省（農林水産省、国土交

通省、環境省）が所管する

下水道、農業集落排水、漁

業集落排水、浄化槽の２以

上の施設を連携して一体的

に整備することにより地域

再生を図る制度。 

・複数小規模都市による下水

道施設の共同化・共有化を

図ることで、効率的かつ経

済的な下水道事業を推進。 

・下水道等複数（農集排・浄

化槽）の汚水処理施設が共

同で利用できる施設を整備

することにより、効率的な

汚水処理事業を推進。 

制度・事業内容 

・地域再生法に基づく、内閣

総理大臣の認定を受けた地

域再生計画に対して、事業

間での融通や年度間での事

業量の変更が可能な交付金

を交付。 

社会資本整備総合交付金交付

要綱に基づき、以下施設が交

付対象となる。 

・共同水質検査施設 

・移動式汚泥処理施設 

・汚泥運搬施設 

・汚泥処理処分施設 

・共同管理施設 等 

社会資本整備総合交付金交付

要綱に基づき、以下施設が交

付対象となる。 

・共同水質検査施設 

・移動式汚泥処理施設 

・汚泥運搬施設 

・汚泥処理処分施設 

・共同管理施設 等 

導入効果 

・各事業の進捗状況の変化に

対応して、事業間での融通

や年度間の事業量の変更が

可能。 

・事業調整による効率的な早

期水洗化、施設の稼働率の

向上。 

・コスト縮減（建設・維持管

理費）に大きく貢献。（概

ね２割～５割と幅がある） 

・維持管理の効率化に寄与。 

・同時期供用による地方公共

団体間の協力意識と職員の

スキル向上に寄与。 

・住民の下水道に対する意識

向上に寄与。 

・公共用水域の保全に寄与。 

・汚泥有効利用の促進に寄

与。 

・コスト縮減（建設・維持管

理費）に大きく貢献。 

・集約化による周辺環境改善

への貢献。 

・維持管理の効率化に寄与。 

・一元化による情報管理の容

易性と質的向上への寄与。 

・汚泥の有効利用の促進に貢

献。 

・遠方監視による故障時の復

旧時間短縮と住民サービス

低下の防止。 

・集約化による公共用水域の

保全に寄与。 

・コンポスト化が住民の意

識・関心の向上に寄与 

導入にあたって 

の留意点 

・市町村は、地域再生法第５

条に基づく「地域再生計

画」を策定し、内閣総理大

臣の認定が必要。 

・「地域再生計画」の目標を

達成するために「汚水処理

施設」の整備事項の位置づ

けが必要。 

・各事業の事業量調整（整備

スケジュール調整）。 

・事業完了後の成果について

事後評価が必要。 

・事業効率性を踏まえた地方

公共団体間の施設整備スピ

ードの調整。 

・事業費（移動脱水車設備

等）に関する計画と実施の

乖離の是正。 

・変更認可書類及び説明資料

の作成内容・期間。 

・都道府県及び実施市町村間

の事前調整。 

・周辺地区住民のコンセンサ

スの確認。 

・市町合併時等の各地方公共

団体保有施設のグレード差

への配慮。 

・共同監視施設の設置場所・

監視者等効率的体制の明確

化。 

・炭化物等再利用先と需要量

の把握。（実証事例研究

等）・省庁間の事前調整と

補助対象範囲等の確認。 
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５．整備・運営管理手法を定めた整備計画の策定 

これまでに検討した各生活排水処理事業について、財政状況、予算・人員等からみた整備

可能量、事業の実施順位（優先度）、概算事業費等を勘案し、整備計画を策定する。 

整備計画では、中間年次（平成32年度）、目標年次（平成37年度）の生活排水処理施設整

備内容等を示す。また、長期計画年次（平成47年度）にわたる長期的な生活排水処理施設の

対象地域、整備・運営管理の内容等を示すこととする。 

なお、整備計画の策定にあたっては、長期的な人口動向等を踏まえて、汚水流入量に応じ

た柔軟かつ機動的な施設整備手法の導入等を検討するものとする。 

（１）事業実施優先度の検討 

（２）概算事業費の算定 

（３）生活排水処理施設の経営の長期見通しを踏まえた実施可能事業量の検討 

（４）効率性・公平性を考慮した整備方針の設定 

（５）整備スケジュールのとりまとめ 

 

５－１ 事業実施優先度の検討 

各事業実施優先度の検討にあたっては、地域の意向の他、水質保全効果や産業特性等を背

景とした処理水の再利用等、生活排水処理事業に求められるニーズ等の地域特性及び整備の

効率性等を総合的に判断し決定する。 

なお、「４．整備・運営管理手法の選定」により適切と判断された生活排水処理整備手法

についても、整備計画の策定では早期整備の観点から弾力的な対応を図ることを検討する。

例えば、生活排水処理施設の有する特性、経済性等を総合的に勘案した上で、集合処理区域

が適切と判断された区域であっても、10年以内に整備が概成しない地域については、地域住

民の意向等を踏まえ、早期概成が可能な手法を導入する等の弾力的な対応を検討する。 

 

５－２ 概算事業費の算定 

事例様式８で選定した処理区域（案）を対象に概算事業費を算出する。整備中及び完了し

た処理区の概算事業費は、実績値及び計画値に基づき算定する。それ以外については、「１

－４－４ 経済比較における建設費及び維持管理費（費用関数）」で設定した費用関数によ

り算出する。 

算出した概算事業費は、事例様式６に示すとおりとなる。 
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５－３ 生活排水処理施設の経営の長期見通しを踏まえた実施可能事業量の検討 

生活排水処理施設の概算事業費の算定結果を基に、建設費及び維持管理費の財源内訳を整

理するとともに、料金の適正化や一般会計からの繰入額の想定等も踏まえ、事業の継続性を

確保するための経営的視点に立って、人口減少を見込んだ適切な財政見通しに基づいた実施

可能事業量の検討を行い、整備計画作成の基礎資料とする。 

財政検討の結果を整備費用、管理運営費（償還費、維持管理費）及び市最大繰出額につい

て整理すると、事例様式７に示すとおりとなる。 
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５－４ 効率性・公平性を考慮した整備方針の設定 

これまでの内容を踏まえて、各事業の事業実施順位、整備スケジュールを設定する。設定

にあたっては、財政を圧迫しないように事業種別間の調整を行う必要がある。 

ここでは、効率性を考慮することが必要と考えられるが、効率性のみを重視することなく、

市内の各地区の公平性も勘案し、地区毎の生活排水処理施設の整備に大きな相違が生じない

ような整備計画とする。 

 

５－５ 整備計画スケジュールのとりまとめ 

財政状況、予算・人員からみた整備可能量、事業の実施順位（優先順位）、概算事業費等

を勘案し、整備スケジュールをまとめると表５－５－１に示すとおりとなる。 
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６．処理水及び汚泥の基礎調査と検討 

近年、生活排水処理施設から発生する処理水や汚泥は、処理・処分するものという概念か

ら「資源」という捉え方に変わってきている。 

そこで、循環型社会の形成に向けて、生活排水処理施設から発生する処理水や汚泥を、①

処理水の再利用、②汚泥の減量化、③汚泥の有効利用の観点から再利用・有効利用量の見通

し及び汚泥処分量の見通しについて「市町整備計画作成マニュアル」に基づき整理する。 

 

 処理水の現況･計画の整理    汚泥処理の現況･計画の整理  

         

 処理水量の予測    発生汚泥量の予測  

         

 処理水の再利用の検討    
汚泥処理システムの検討 

汚泥有効利用の検討 
 

        

        

     
再利用･有効利用量の見通し 

汚泥処分量の見通し 
     

 

 

６－１ 処理水・汚泥処理の現況・計画の整理 

処理水・汚泥処理の再利用・有効利用の実態及び実績を、生活排水処理施設ごとに整理す

る。 

 

６－１－１ 処理水の再利用・有効利用の実態及び実績 

大浜地区の農業集落排水施設では、処理水の一部を地区内のため池（村池・大池）に圧送

して農業用水として再利用している。 

大浜地区以外の農業集落排水施設及び漁業集落排水施設の処理水は、水路、河川、海域等

へ放流されており、再利用はなされていない。 
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６－１－２ 汚泥処理の再利用・有効利用の実態及び実績 

１）農業集落排水施設・漁業集落排水施設 

平成25年度の農業集落排水施設、漁業集落排水施設の汚泥の最終処分状況を整理すると、

表６－１－１に示すとおりである。 

 

表 ６－１－１ 汚泥の最終処分状況（農業集落排水施設、漁業集落排水施設） 

事業名 地区名 処理場名

汚泥処分(引抜)量 最終処分形態 

t(ｍ3) 
処理

性状

緑農地還元 その他 

形態 t(ｍ3) 形態 t(ｍ3) 

農業集 

落排水 

潟満 潟満  48 濃縮 － － 陸上埋立 0.9 

大浜 大浜 401 濃縮 コンポスト 7.5 － － 

大見 大見 120 濃縮 コンポスト 2.3 － － 

北草木 北草木 273 濃縮 コンポスト 5.1 － － 

上高瀬第一 上高瀬第一 160 濃縮 コンポスト 3.0 － － 

漁業集 

落排水 
上新田 上新田  20 濃縮 － － 陸上埋立 0.4 

資料：平成26年度 香川県全県域生活排水処理構想策定業務 基礎調査報告書（平成27年１月） 

 

２）個別処理施設（合併処理浄化槽） 

平成25年度の合併処理浄化槽汚泥の最終処分状況を整理すると、表６－１－２に示すとお

りである。 

 

表６－１－２ 汚泥の最終処分状況（合併処理浄化槽） 

汚泥処分(引抜)量 最終処分形態 

備考 
t(ｍ3/年) 

処理 

性状 

緑農地還元 その他 

形態 t(ｍ3/年) 形態 t(ｍ3/年)

 3,689 濃縮 コンポスト  69 － － 市町村整備推進事業

17,433 濃縮 コンポスト 327 － － 
全体汚泥量 

(単独処理浄化槽含む)

資料：平成26年度 香川県全県域生活排水処理構想策定業務 基礎調査報告書（平成27年１月） 
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６－２ 処理水量・汚泥量の予測 

処理水量・汚泥量の予測にあたっては、以下に示すとおり算出する。 

 

６－２－１ 農業集落排水施設・漁業集落排水施設 

１）日平均処理水量 

日平均処理水量は、下記の算式にて算出する。 

 

日平均処理水量（ｍ3/日）＝〔計画（換算）人口（人）×日平均汚水量原単位 

（0.270ｍ3/人・日）〕÷常住人口（人）×処理人口（人） 

 

２）発生汚泥量 

発生汚泥量は、「農業集落排水施設設計指針」等を参考に算出する。 

 

汚泥固形物量（ｔ/日）＝計画人口（人）×負荷量原単位（ｇ/人・日） 

×除去率（％）×汚泥転換率（％）×10-6 

 

発生汚泥量（ｍ3/日）＝汚泥固形物量（ｔ/日）×100÷汚泥濃度（％） 

 

３）汚泥量算出諸元 

農業集落排水施設の負荷量原単位、除去率、汚泥転換率及び濃縮汚泥含水率は、設計値を

用いるものとする。 

 

以上の条件に基づき、処理水量、発生汚泥量を算出したものを、表６－２－１に示す。 
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６－２－２ 個別処理施設 

１）日平均処理水量 

日平均処理水量は、下記の算式にて算出する。なお、日平均汚水量原単位は、「浄化槽の

設計・施工上の運用指針（2002年版）」の「処理対象人員（ｎ）１人当たりの汚水量の参考

値」に基づき、表６－２－２のとおり設定する。 

 

日平均処理水量（ｍ3/日）＝処理人口（人）×日平均汚水量原単位（ｍ3/人･日） 

 

表６－２－２ 日平均汚水量原単位 

種   別 日平均汚水量原単位 

単独処理浄化槽  50 ㍑/人・日 

合併処理浄化槽 200 ㍑/人・日 

 

２）発生汚泥量算定方法 

発生汚泥量は、原則として実績もしくは計画に基づいて、下記の算式にて算出するものと

するが、これにより難い場合には、「市町整備計画作成マニュアル」を参考に、表６－２－

３に示す１人１日平均排出量を用いて算出する。 

 

発生汚泥量（ｍ3/日）＝処理人口（人）×１人１日平均排出量（ｍ3/人・日） 

 

表６－２－３ １人１日平均排出量の参考値 

種   別 １人１日平均排出量 

くみ取りし尿 1.4 ㍑/人・日 

単独処理浄化槽 0.75 ㍑/人・日 

合併処理浄化槽 1.2 ㍑/人・日 

 

以上の条件に基づき、処理水量、発生汚泥量を算出したものを、表６－２－４に示す。 
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表６－２－４　処理水量・発生汚泥量（個別処理施設）

１人当たりの汚水量・汚泥量

種別
日平均
汚水量

(ｍ3/日)

日平均
汚泥量

(ｍ3/日･人)
合併処理浄化槽 0.200 0.00120
単独処理浄化槽 0.050 0.00075
くみ取りし尿 － 0.00140

発生汚泥量算定表（個別処理施設）
現況(基準)年次（平成25年度）

名　称 処理人口 処理水量 発生汚泥量 備　考
（人） （ｍ3/日） (ｍ3/日)

市町村整備推進事業 7,660 1,532.0 10.15 実績値
浄化槽設置整備事業 20,951 4,190.2 19.56 ※

民間設置 997 199.4 0.93 ※
合併処理浄化槽　計 29,608 5,921.6 30.64

単独処理浄化槽 29,342 1,467.1 17.12 ※
くみ取りし尿 7,975 － 16.81 ※

※「H25年度　生活排水処理の実績量」（三豊市）浄化槽汚泥は計算値比率で配分

中間年次（平成32年度）
名　称 処理人口 処理水量 発生汚泥量 備　考

（人） （ｍ3/日） (ｍ3/日)
市町村整備推進事業 6,859 1,371.8 8.23
浄化槽設置整備事業 23,907 4,781.4 28.69

民間設置 893 178.6 1.07
合併処理浄化槽　計 31,659 6,331.8 37.99

単独処理浄化槽 22,213 1,110.7 16.66
くみ取りし尿 6,038 － 8.45

目標年次（平成37年度）
名　称 処理人口 処理水量 発生汚泥量 備　考

（人） （ｍ3/日） (ｍ3/日)
市町村整備推進事業 6,472 1,294.4 7.77
浄化槽設置整備事業 27,213 5,442.6 32.66

民間設置 842 168.4 1.01
合併処理浄化槽　計 34,527 6,905.4 41.44

単独処理浄化槽 17,283 864.2 12.96
くみ取りし尿 4,698 － 6.58

長期計画年次（平成47年度）
名　称 処理人口 処理水量 発生汚泥量 備　考

（人） （ｍ3/日） (ｍ3/日)
市町村整備推進事業 5,719 1,143.8 6.86
浄化槽設置整備事業 33,683 6,736.6 40.42

民間設置 744 148.8 0.89
合併処理浄化槽　計 40,146 8,029.2 48.17

単独処理浄化槽 7,685 384.3 5.76
くみ取りし尿 2,089 － 2.92
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６－３ 処理水の再利用水量及び汚泥の有効利用量の予測 

６－３－１ 処理水の再利用 

処理水の再利用にあたっては、利用用途に応じた水質ならびに水量の確保に留意し、適用

可能な各種事業制度を活用して積極的な取り組みをすべきである。 

農業集落排水施設のうち、農業用水として再利用の実績のある大浜地区、再利用施設のあ

る大見、上高瀬第一地区については、処理水の一部を農業用水として再利用を見込むものと

する。 

それ以外の農業集落排水施設及び漁業集落排水施設では、具体的な処理水の再利用に関す

る計画がないことから、水路、河川、海域等への放流とする。 

 

６－３－２ 汚泥の有効利用 

生活排水処理施設の整備に伴い、今後、汚泥の発生量は増加することが予想される。した

がって、有効利用にあたっては、有効利用の必要性、費用負担、事業主体、有効利用の形態、

製品の品質等を考慮したうえで、減量化と再資源化の両面から取り組む必要がある。 

 

１）農業集落排水施設・漁業集落排水施設 

既整備区域のうち、大浜、大見、北草木、上高瀬第一地区の汚泥は、し尿処理施設（瀬

戸グリーンセンター）への搬入後、汚泥再資源化施設（かがわコンポスト事業所）で堆肥

化を行っていることから、これら施設から発生する汚泥は、今後も緑農地利用として有効

利用を見込むものとする。 

一方、粟島の潟満、上新田地区の汚泥は、脱水乾燥施設を経て、し渣（一般可燃ごみ）

として陸上埋立処分を行っていることから、これら施設から発生する汚泥の有効利用は見

込まないものとする。 

 

２）個別処理施設 

個別処理施設から発生する汚泥は、し尿処理施設（瀬戸グリーンセンター）への搬入後、

汚泥再資源化施設（かがわコンポスト事業所）で堆肥化を行っていることから、今後も緑

農地利用として有効利用を見込むものとする。 

 

これまでの検討結果から、処理水の再利用水量と汚泥の有効利用量を予測すると、様式

２、様式３に示すとおりとなる。 
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７．整備計画のとりまとめ 

７－１ 整備計画のとりまとめ 

各事業の概算事業費や事業実施優先度及び実施可能事業量を踏まえた上で、目標年次（平

成37年度）で生活排水処理施設を概成するための整備内容等とともに、長期計画年次（平成

47年度）に至るまでの長期的な整備・運営管理内容等についても明らかにする。 

整備計画において整理すべき主要項目は以下に示すとおりである。 

・各処理区域において生活排水処理施設を概成させるための整備手法 

・整備手法毎の整備面積 

・各処理区域の運営管理手法 

・ベンチマーク（指標）とその目標値 

・計画処理人口と計画汚水量、計画汚泥量 

・必要な概算事業費 

 

ただし、運営管理手法については、詳細な個別検討により具体的な手法が定まる状況も想

定されるため、今回の構想により具体的な手法を定め難い場合には、現状の課題を十分に把

握するとともに既定計画の内容を踏まえ、今後の実施方針や実行メニュー等を検討する。 

 

これまでの検討結果を取りまとめると、様式１、様式２及び様式３に示すとおりとなる。 
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ケ

ジ
ュ

ー
ル

　

整
備

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

農
業

集
落

排
水

施
設

実
行

メ
ニ

ュ
ー

（
早

期
概

成
）

共
通

下
水

道

漁
業

集
落

排
水

施
設

合
併

処
理

浄
化

槽
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市
町

整
備

計
画

ア
ク

シ
ョ

ン
プ

ラ
ン

（
平

成
3
7年

度
）

市
町

名
：
三

豊
市

Z
-1

潟
満

10
8

9
6

9
1

10
8

9
6

91
4
5.

0
4
5.

0
45

.0
44

.3
34

.0
3
2.

2
0.

0
02

6
0.

0
01

7
0.

0
01

6

Z
-2

大
浜

1
,0

47
93

7
88

5
81

3
73

4
7
00

4
6.

0
4
6.

0
46

.0
1
12

.9
1
41

.4
1
34

.9
56

.4
70

.7
6
7.

4
0
.0

1
65

0.
01

79
0.

01
71

Z
-3

大
見

56
6

50
6

47
7

38
4

34
6

3
30

2
5.

7
2
5.

7
25

.7
19

.7
18

.8
97

.9
78

.9
7
5.

3
0
.0

0
50

0.
00

83
0.

00
80

Z
-4

北
草

木
54

5
48

9
46

1
46

7
42

2
4
02

2
6.

0
2
6.

0
26

.0
12

7
.0

12
0
.7

11
5.

0
0
.0

1
13

0.
01

02
0.

00
97

Z
-5

上
高

瀬
第

一
57

5
51

5
48

6
46

6
42

2
4
03

3
4.

0
3
4.

0
34

.0
23

.2
22

.2
12

7
.3

92
.9

8
8.

6
0
.0

0
66

0.
00

93
0.

00
89

Z
-6

上
新

田
78

7
0

6
6

7
8

7
0

66
1
3.

0
1
3.

0
13

.0
18

.5
18

.9
1
7.

8
0.

0
01

0
0.

0
01

1
0.

0
01

1

7
,6

6
0

6
,8

5
9

6
,4

7
2

7,
66

0
6,

8
59

6,
4
72

10
.1

5
00

8.
23

00
7.

77
00

20
,9

51
23

,9
0
7

27
,2

1
3

2
0,

95
1

2
3,

90
7

2
7,

2
13

19
.5

6
00

2
8.

69
00

3
2.

66
00

99
7

89
3

84
2

99
7

8
93

8
42

0
.9

3
00

1.
07

00
1.

01
00

32
,5

27
34

,2
7
2

36
,9

9
3

3
1,

92
4

3
3,

74
9

3
6,

5
19

18
9.

7
18

9.
7

1
89

.7
1
12

.9
1
84

.3
1
75

.9
47

1
.4

41
6
.1

39
6.

3
30

.6
7
94

3
8.

03
57

4
1.

48
37

0.
0
03

6
0.

0
02

8
0.

0
02

7

単
独

処
理

浄
化

槽
2
9,

34
2

2
2,

2
13

1
7,

2
83

し
尿

汲
取

り
・
自

家
処

理
7,

97
5

6,
0
38

4,
6
98

計
3
7,

31
7

2
8,

2
51

2
1,

9
81

69
,2

41
62

,0
00

58
,5

00
32

,5
27

34
,2

7
2

36
,9

9
3

6
9,

24
1

6
2,

0
00

5
8,

5
00

18
9.

7
18

9.
7

1
89

.7
1
12

.9
1
84

.3
1
75

.9
47

1
.4

41
6
.1

39
6.

3
30

.6
7
94

3
8.

03
57

4
1.

48
37

0.
0
03

6
0.

0
02

8
0.

0
02

7

Z
-1

3
41

60
0

67
47

4
7

3
,1

5
7

Z
-2

1,
5
72

0
0

18
3

11
2

11
2

1
,5

0
1

Z
-3

7
61

0
0

95
55

5
5

1
,3

4
5

Z
-4

8
17

0
0

13
7

83
8
3

1
,4

9
9

Z
-5

9
56

0
0

10
8

51
5
1

1
,6

6
3

Z
-6

2
51

0
0

48
23

2
3

3
,2

1
8

2,
8
01

－
－

不
明

77
0

77
0

36
6

2,
6
78

9
30

8
20

－
－

－
12

8
31

5
2
48

－
－

－
－

－
－

－

1
0,

1
77

9
90

8
20

63
7

1
,1

41
1
,1

4
1

単
独

処
理

浄
化

槽

し
尿

汲
取

り
・
自

家
処

理

計

1
0,

1
77

9
90

8
20

6
36

.9
1
14

1
1
14

1
63

.2
%

62
.4

%
－

3
0.

7%
10

0.
0%

１
）①

の
図

中
番

号
に

は
、

生
活

排
水

処
理

施
設

整
備

計
画

図
の

目
標

年
次

（平
成

37
年

度
）
と

同
じ

記
号

（
事

業
着

手
次

　
Ｚ

-番
号

、
Ｙ

-
番

号
、

Ａ
-番

号
、

Ｂ
-番

号
、

Ｃ
-
番

号
の

い
ず

れ
か

）を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

２
）③

の
整

備
人

口
は

、
生

活
排

水
処

理
施

設
の

整
備

が
完

了
し

た
処

理
区

域
内

に
常

住
す

る
人

口
を

記
入

し
ま

す
。

３
）④

の
処

理
人

口
は

、
生

活
排

水
処

理
施

設
に

よ
っ

て
汚

水
を

処
理

し
て

い
る

人
口

を
記

入
し

ま
す

。

４
）⑤

の
整

備
面

積
は

、
生

活
排

水
処

理
施

設
の

整
備

が
完

了
し

た
区

域
の

面
積

を
記

入
し

ま
す

。

５
）⑥

の
再

利
用

水
量

は
、

処
理

水
を

水
洗

ト
イ

レ
用

水
、

農
業

用
水

、
事

業
場

・工
場

へ
の

供
給

、
河

川
維

持
用

水
、

親
水

用
水

、
修

景
用

水
な

ど
に

有
効

利
用

さ
れ

て
い

る
水

量
を

記
入

し
ま

す
。

　
　

（た
だ

し
、

生
活

排
水

処
理

施
設

の
処

理
場

の
み

で
使

用
さ

れ
て

い
る

洗
浄

用
水

、
消

泡
水

な
ど

は
除

き
ま

す
。

）

６
）⑦

の
そ

の
他

処
理

水
量

は
、

処
理

後
近

く
の

公
共

用
水

域
に

放
流

し
て

い
る

水
量

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

７
）⑧

の
有

効
利

用
汚

泥
量

は
、

汚
泥

を
綠

農
地

利
用

、
建

設
資

材
利

用
、

エ
ネ

ル
ギ

ー
利

用
な

ど
に

有
効

利
用

さ
れ

て
い

る
汚

泥
量

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

８
）⑨

の
そ

の
他

汚
泥

量
は

、
有

効
利

用
汚

泥
量

以
外

の
埋

立
な

ど
で

処
分

さ
れ

て
い

る
汚

泥
量

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

９
）⑩

の
概

算
事

業
費

は
、

現
況

（平
成

2
5年

度
ま

で
）は

、
こ

れ
ま

で
の

整
備

に
要

し
た

費
用

（事
業

費
）の

累
計

を
記

入
し

、
中

間
年

次
（
平

成
3
2年

度
）は

平
成

26
～

3
2年

度
、

目
標

年
次

（平
成

37
年

度
）
は

平
成

3
3～

37
年

度
の

期
間

内
の

事
業

費
を

記
入

し
ま

す
。

10
）⑪

の
整

備
人

口
1人

当
た

り
建

設
費

は
、

各
年

度
毎

の
⑩

÷
③

で
算

出
し

ま
す

。

11
）⑫

の
汚

水
処

理
人

口
普

及
率

は
、

各
年

度
毎

の
④

÷
②

で
算

出
し

ま
す

。
（④

の
処

理
人

口
は

、
単

独
処

理
浄

化
槽

人
口

と
し

尿
く
み

取
り

人
口

は
含

み
ま

せ
ん

。
）

12
）⑬

の
汚

水
衛

生
処

理
率

は
、

各
年

度
毎

の
④

÷
②

で
算

出
し

ま
す

。
（
④

の
処

理
人

口
は

、
水

洗
化

さ
れ

て
い

な
い

し
尿

く
み

取
り

人
口

は
含

み
ま

せ
ん

。
）

13
）⑭

の
下

水
道

普
及

率
は

、
各

年
度

毎
の

④
÷

②
で

算
出

し
ま

す
。

（
④

の
処

理
人

口
は

下
水

道
処

理
人

口
の

み
で

す
。

）

14
）⑮

の
処

理
水

再
生

率
は

、
各

年
度

毎
の

⑥
÷

（⑥
＋

⑦
）で

算
出

し
ま

す
。

15
）⑯

の
汚

泥
リ

サ
イ

ク
ル

率
は

、
各

年
度

毎
の

⑧
÷

（⑧
＋

⑨
）で

算
出

し
ま

す
。

16
）⑰

の
実

行
メ

ニ
ュ

ー
の

例
と

し
て

は
、

「期
間

短
縮

手
法

に
よ

る
整

備
の

実
施

」
,「

フ
レ

ッ
ク

ス
プ

ラ
ン

の
導

入
」な

ど
が

考
え

ら
れ

ま
す

。

※
：同

一
の

事
業

が
複

数
あ

る
場

合
は

、
行

数
を

追
加

し
て

く
だ

さ
い

。

水
と

緑
の

美
し

い
ま

つ
づ

く
り

事
業

、
合

併
処

理
浄

化
槽

維
持

管
理

費
補

助
金

事
業

合
併

処
理

浄
化

槽
(浄

化
槽

設
置

整
備

事
業

)

合
併

処
理

浄
化

槽
(民

間
設

置
)

生
活

排
水

処
理

施
設

（計
）

市
町

（
計

）

そ
の

他

生
活

排
水

処
理

施
設

（計
）

市
町

（
計

）

農
業

集
落

排
水

施
設

漁
業

集
落

排
水

施
設

合
併

処
理

浄
化

槽
(市

町
整

備
推

進
事

業
)

農
業

集
落

排
水

施
設

農
業

集
落

排
水

施
設

農
業

集
落

排
水

施
設

農
業

集
落

排
水

施
設

そ
の

他

平
成

3
7年

平
成

2
5年

平
成

2
5年

平
成

3
2年

整
備

計
画

（
目

標
値

お
よ

び
概

算
事

業
費

等
）

整
備

計
画

（
目

標
値

お
よ

び
概

算
事

業
費

等
）

⑥
　

再
利

用
水

量
⑦

　
そ

の
他

処
理

水
量

① 図 中 記 号
平

成
25

年

処
理

水
量

（
ｍ

3 /
日

平
均

)

平
成

32
年

農
業

集
落

排
水

施
設

農
業

集
落

排
水

施
設

農
業

集
落

排
水

施
設

農
業

集
落

排
水

施
設

平
成

25
年

平
成

3
2年

処
理

区

平
成

3
7年

平
成

2
5年

平
成

3
2年

農
業

集
落

排
水

施
設

漁
業

集
落

排
水

施
設

合
併

処
理

浄
化

槽
(市

町
整

備
推

進
事

業
)

合
併

処
理

浄
化

槽
(浄

化
槽

設
置

整
備

事
業

)

合
併

処
理

浄
化

槽
(民

間
設

置
)

発
生

汚
泥

量
（
ｔ/

日
）
※

個
別

処
理

施
設

は
（
ｍ

3 /
日

）

※
　

事
業

建
設

費
（累

計
額

）⑩
　

概
算

事
業

費
(百

万
円

)
⑪

　
整

備
人

口
1
人

当
た

り
建

設
費

（
ha

）

平
成

3
7年

平
成

2
5年

②
　

行
政

人
口

行
政

・整
備

・処
理

人
口

（人
）

③
　

整
備

人
口

④
　

処
理

人
口

⑤
　

整
備

面
積

① 図 中 記 号

年
間

維
持

管
理

費

※
　

事
業

⑰
実

行
メ

ニ
ュ

ー
⑫

汚
水

処
理

人
口

普
及

率
（％

）

⑬
汚

水
衛

生
処

理
率

（％
）

平
成

3
2年

平
成

3
7年

目
標

値
（
平

成
3
7年

）

平
成

37
年

⑭
下

水
道

普
及

率
（
％

）

⑮
処

理
水

再
生

率
（
％

）

⑯
汚

泥
リ

サ
イ

ク
ル

率
（
％

）

平
成

25
年

平
成

32
年

平
成

37
年

平
成

37
年

（千
円

/人
）

様
式

2　
生

活
排

水
処

理
施

設
整

備
計

画
の

ま
と

め
（そ

の
１

）

⑧
　

有
効

利
用

汚
泥

量
⑨

　
そ

の
他

汚
泥

量

平
成

32
年

平
成

37
年

平
成

2
5年

平
成

32
年

平
成

37
年

平
成

32
年

平
成

25
年

平
成

37
年

平
成

32
年

平
成

37
年

平
成

25
年

平
成

2
5年

平
成

3
2年
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長
期

市
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整
備

計
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成
4
7
年
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：
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豊
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6
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1
0
2
.4

0
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8
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8
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Z
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高
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3
0

3
6
1

3
4
.0

1
9
.9

7
9
.4
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.0

0
7
9

0
5
1

Z
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上
新
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9
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9
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3
.0
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5
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0
.0

0
1
0
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2
3

5
,7

1
9

5
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9

6
.8

6
0
0

－
7
7
0

3
3
,6

8
3

3
3
,6

8
3

4
0
.4

2
0
0

1
,6

4
0

－
2
5
3

7
4
4

7
4
4

0
.8

9
0
0

－
－

4
2
,3

2
7

4
1
,9

2
6

1
8
9
.7

1
5
7
.2

3
5
4
.1

4
8
.2

0
8
9

0
.0

0
2
4

1
,6

4
0

1
,1

4
1

単
独

処
理

浄
化

槽
7
,6

8
5

し
尿

汲
取

り
・
自

家
処

理
2
,0

8
9

計
9
,7

7
4

5
1
,7

0
0

4
2
,3

2
7

5
1
,7

0
0

1
8
9
.7

1
5
7
.2

3
5
4
.1

4
8
.2

0
8
9

0
.0

0
2
4

1
,6

4
0

1
,1

4
1

8
1
.9

%
8
1
.1

%
－

3
0
.7

%
1
0
0
.0

%

１
）
①

の
図

中
番

号
に

は
、

生
活

排
水

処
理

施
設

整
備

計
画

図
の

目
標

年
次

（
平

成
4
7
年

度
）
と

同
じ

記
号

（
事

業
着

手
次

　
Ｚ

-
番

号
、

Ｙ
-
番

号
、

Ａ
-
番

号
、

Ｂ
-
番

号
、

Ｃ
-
番

号
の

い
ず

れ
か

）
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

２
）
③

の
整

備
人

口
は

、
生

活
排

水
処

理
施

設
の

整
備

が
完

了
し

た
処

理
区

域
内

に
常

住
す

る
人

口
を

記
入

し
ま

す
。

３
）
④

の
処

理
人

口
は

、
生

活
排

水
処

理
施

設
に

よ
っ

て
汚

水
を

処
理

し
て

い
る

人
口

を
記

入
し

ま
す

。

４
）
⑤

の
整

備
面

積
は

、
生

活
排

水
処

理
施

設
の

整
備

が
完

了
し

た
区

域
の

面
積

を
記

入
し

ま
す

。

５
）
⑥

の
再

利
用

水
量

は
、

処
理

水
を

水
洗

ト
イ

レ
用

水
、

農
業

用
水

、
事

業
場

・
工

場
へ

の
供

給
、

河
川

維
持

用
水

、
親

水
用

水
、

修
景

用
水

な
ど

に
有

効
利

用
さ

れ
て

い
る

水
量

を
記

入
し

ま
す

。

　
　

（
た

だ
し

、
生

活
排

水
処

理
施

設
の

処
理

場
の

み
で

使
用

さ
れ

て
い

る
洗

浄
用

水
、

消
泡

水
な

ど
は

除
き

ま
す

。
）

６
）
⑦

の
そ

の
他

処
理

水
量

は
、

処
理

後
近

く
の

公
共

用
水

域
に

放
流

し
て

い
る

水
量

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

７
）
⑧

の
有

効
利

用
汚

泥
量

は
、

汚
泥

を
綠

農
地

利
用

、
建

設
資

材
利

用
、

エ
ネ

ル
ギ

ー
利

用
な

ど
に

有
効

利
用

さ
れ

て
い

る
汚

泥
量

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

８
）
⑨

の
そ

の
他

汚
泥

量
は

、
有

効
利

用
汚

泥
量

以
外

の
埋

立
な

ど
で

処
分

さ
れ

て
い

る
汚

泥
量

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

９
）
⑩

の
概

算
事

業
費

は
、

長
期

目
標

年
次

（
平

成
4
7
年

度
）
は

平
成

3
8
～

4
7
年

度
の

期
間

内
の

事
業

費
を

記
入

し
ま

す
。

1
0
）
⑪

の
整

備
人

口
1
人

当
た

り
建

設
費

は
、

各
年

度
毎

の
⑩

÷
③

で
算

出
し

ま
す

。

1
1
）
⑫

の
汚

水
処

理
人

口
普

及
率

は
、

④
÷

②
で

算
出

し
ま

す
。

（
④

の
処

理
人

口
は

、
単

独
処

理
浄

化
槽

人
口

と
し

尿
く
み

取
り

人
口

は
含

み
ま

せ
ん

。
）

1
2
）
⑬

の
汚

水
衛

生
処

理
率

は
、

④
÷

②
で

算
出

し
ま

す
。

（
④

の
処

理
人

口
は

、
水

洗
化

さ
れ

て
い

な
い

し
尿

く
み

取
り

人
口

は
含

み
ま

せ
ん

。
）

1
3
）
⑭

の
下

水
道

普
及

率
は

、
④

÷
②

で
算

出
し

ま
す

。
（
④

の
処

理
人

口
は

下
水

道
処

理
人

口
の

み
で

す
。

）

1
4
）
⑮

の
処

理
水

再
生

率
は

、
⑥

÷
（
⑥

＋
⑦

）
で

算
出

し
ま

す
。

1
5
）
⑯

の
汚

泥
リ

サ
イ

ク
ル

率
は

、
⑧

÷
（
⑧

＋
⑨

）
で

算
出

し
ま

す
。

1
6
）
⑰

の
実

行
メ

ニ
ュ

ー
の

例
と

し
て

は
、

「
期

間
短

縮
手

法
に

よ
る

整
備

の
実

施
」
,「

フ
レ

ッ
ク

ス
プ

ラ
ン

の
導

入
」
な

ど
が

考
え

ら
れ

ま
す

。

※
：
同

一
の

事
業

が
複

数
あ

る
場

合
は

、
行

数
を

追
加

し
て

く
だ

さ
い

。

市
町

（
計

）

整
備

計
画

（
目

標
値

お
よ

び
概

算
事

業
費

等
）

※
　

事
　

業
⑧

有
効

利
用

汚
泥

量

⑨
そ

の
他

汚
泥

量

⑫
汚

水
処

理
人

口
普

及
率

（
％

）

⑬
汚

水
衛

生
処

理
率

（
％

）

⑭
下

水
道

普
及

率
（
％

）

⑮
処

理
水

再
生

率
（
％

）

① 図 中 記 号

処
理

区
②

行
政

人
口

③
整

備
人

口

発
生

汚
泥

量
(ｔ

/
日

)
※

個
別

処
理

施
設

は
（
ｍ

3
/
日

）
処

理
水

量
(ｍ

3 /
日

平
均

)
目

標
値

（
平

成
4
7
年

）

様
式

３
　

生
活

排
水

処
理

施
設

整
備

計
画

の
ま

と
め

（
そ

の
２

）

行
政

・
整

備
・
処

理
人

口
（
人

）

そ
の

他

⑰
　

実
行

メ
ニ

ュ
ー

建
設

費
年

間
維

持
管

理
費

⑪
整

備
人

口
1
人

当
た

り
建

設
費

(千
円

/
人

)

⑩
概

算
事

業
費

(百
万

円
)

⑥
再

利
用

水
量

⑦
そ

の
他

処
理

水
量

⑯
汚

泥
リ

サ
イ

ク
ル

率

（
％

）

農
業

集
落

排
水

施
設

合
併

処
理

浄
化

槽
(市

町
整

備
推

進
事

業
)

合
併

処
理

浄
化

槽
(浄

化
槽

設
置

整
備

事
業

)

合
併

処
理

浄
化

槽
(民

間
設

置
)

生
活

排
水

処
理

施
設

（
計

）

水
と

緑
の

美
し

い
ま

つ
づ

く
り

事
業

、
合

併
処

理
浄

化
槽

維
持

管
理

費
補

助
金

事
業

農
業

集
落

排
水

施
設

漁
業

集
落

排
水

施
設

④
処

理
人

口

⑤
整

備
面

積
（
h
a）

農
業

集
落

排
水

施
設

農
業

集
落

排
水

施
設

農
業

集
落

排
水

施
設
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７－２ 生活排水処理施設整備計画図 

現況（基準）年次（平成25年度）、中間年次（平成32年度）、目標年次（平成37年度）及

び長期計画年次（平成47年度）についての整備計画図を作成すると、図７－２－１～図７－

２－４に示すとおりとなる。 
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図７－２－１ 三豊市生活排水処理施設整備計画図 現況(基準)年次 2013年度(平成25年度)　　　　　

Ｚ－６
上新田地区漁業集落排水施設（整備完了）

Ｚ－３
大見地区農業集落排水施設（整備完了）

Ｚ－１
潟満地区農業集落排水施設（整備完了）

Ｚ－４
北草木地区農業集落排水施設（整備完了）

Ｚ－５
上高瀬第一地区農業集落排水施設（整備完了）

1:100,000

Ｚ－２
大浜地区農業集落排水施設（整備完了）

記号 色区分

公共下水道（狭義） 赤色

特定環境保全公共下水道 桃色

農業集落排水施設 緑色

漁業集落排水施設 青色

林業集落排水施設 茶色

コミュニティ･プラント 黄色

合併処理浄化槽（市設置型） 水色

合併処理浄化槽（個人設置型） 灰色

凡　　　　　　　　　　例

区　　　　　分

生
活
排
水
処
理
施
設
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図７－２－２ 三豊市生活排水処理施設整備計画図 中間年次 2020年度(平成32年度)　　　　　

Ｚ－６
上新田地区漁業集落排水施設（整備完了）

Ｚ－３
大見地区農業集落排水施設（整備完了）

Ｚ－１
潟満地区農業集落排水施設（整備完了）

Ｚ－５
上高瀬第一地区農業集落排水施設（整備完了）

1:100,000

Ｚ－２
大浜地区農業集落排水施設（整備完了）

Ｚ－４
北草木地区農業集落排水施設（整備完了）

記号 色区分

公共下水道（狭義） 赤色

特定環境保全公共下水道 桃色

農業集落排水施設 緑色

漁業集落排水施設 青色

林業集落排水施設 茶色

コミュニティ･プラント 黄色

合併処理浄化槽（市設置型） 水色

合併処理浄化槽（個人設置型） 灰色

凡　　　　　　　　　　例

区　　　　　分

生
活
排
水
処
理
施
設
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図７－２－３ 三豊市生活排水処理施設整備計画図 目標年次 2025年度(平成37年度)　　　　　

Ｚ－６
上新田地区漁業集落排水施設（整備完了）

Ｚ－３
大見地区農業集落排水施設（整備完了）

Ｚ－１
潟満地区農業集落排水施設（整備完了）

Ｚ－５
上高瀬第一地区農業集落排水施設（整備完了）

1:100,000

Ｚ－２
大浜地区農業集落排水施設（整備完了）

Ｚ－４
北草木地区農業集落排水施設（整備完了）

記号 色区分

公共下水道（狭義） 赤色

特定環境保全公共下水道 桃色

農業集落排水施設 緑色

漁業集落排水施設 青色

林業集落排水施設 茶色

コミュニティ･プラント 黄色

合併処理浄化槽（市設置型） 水色

合併処理浄化槽（個人設置型） 灰色

凡　　　　　　　　　　例

区　　　　　分

生
活
排
水
処
理
施
設
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図７－２－４ 三豊市生活排水処理施設整備計画図 長期計画年次 2035年度(平成47年度)　　　　

Ｚ－６
上新田地区漁業集落排水施設（整備完了）

Ｚ－３
大見地区農業集落排水施設（整備完了）

Ｚ－１
潟満地区農業集落排水施設（整備完了）

Ｚ－５
上高瀬第一地区農業集落排水施設（整備完了）

1:100,000

Ｚ－２
大浜地区農業集落排水施設（整備完了）

Ｚ－４
北草木地区農業集落排水施設（整備完了）

記号 色区分

公共下水道（狭義） 赤色

特定環境保全公共下水道 桃色

農業集落排水施設 緑色

漁業集落排水施設 青色

林業集落排水施設 茶色

コミュニティ･プラント 黄色

合併処理浄化槽（市設置型） 水色

合併処理浄化槽（個人設置型） 灰色

凡　　　　　　　　　　例

区　　　　　分

生
活
排
水
処
理
施
設



 

 

 

７－３ 現構想（平成18年度）と新構想（平成27年度） 

平成18年度の構想策定において、農業集落排水施設、漁業集落排水施設及び合併処理浄化

槽（市設置型）2に位置づけられていた区域ついては、整備が完了している。 

したがって、今後は上記以外の区域を合併処理浄化槽（個人設置型）3により生活排水処

理施設整備の推進を図っていくものとする。 

現構想（平成18年度）と新構想（平成27年度）を比較すると、表７－３－１に示すとおり

となる。 

 

表７－３－１ 現構想（平成18年度）と新構想（平成27年度）の比較 

地区名 

現構想（平成18年度） 新構想（平成27年度） 

整備状況 集合・個別

の判定 
整備手法 

集合・個別

の判定 
整備手法 

潟満 － 農業集落排水 － 農業集落排水 整備完了 

大浜 － 農業集落排水 － 農業集落排水 整備完了 

大見 － 農業集落排水 － 農業集落排水 整備完了 

北草木 － 農業集落排水 － 農業集落排水 整備完了 

上高瀬第一 － 農業集落排水 － 農業集落排水 整備完了 

上新田 － 漁業集落排水 － 漁業集落排水 整備完了 

高瀬・三野 － 
合併処理浄化槽

（市設置型） 
－ 

合併処理浄化槽 

（市設置型） 
整備完了 

上記以外 － 
合併処理浄化槽

（個人設置型）
－ 

合併処理浄化槽 

（個人設置型） 
整備中 

 

                             

2 合併処理浄化槽（市設置型）とは、Ｐ３の「浄化槽市町村整備推進事業」のことを指す。 

3 合併処理浄化槽（個人設置型）とは、Ｐ３の「浄化槽設置整備事業」のことを指す。 
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1 
 

１ ． は じ め に  

三豊市は、香川県の西部位置し、平成18年１月１日に高瀬町、山本町、三野町、豊中町、詫

間町、仁尾町、財田町の三豊郡７町が合併し誕生しました。 

面積は、222.71ｋ㎡で香川県の11.9％を占め、香川県内では高松市に次いで2番目の行政

面積を有しています。 

行政人口（人口移動調査）は、合併直後の70,842人（平成18年10月1日現在）から、現在、

66,162人（平成26年10月1日現在）となっており、8年間で4,680人、年当たりで585人

の人口減少となっています。 

一方、65歳以上の老年人口（人口移動調査）は平成18年の20,162人（10月1日現在）か

ら平成26年は22,135人（10月1日現在）と増加し、高齢化率も28.5％から33.5％と上昇し

ており、高齢化が進んでいる状況です。 

三豊市の生活排水1処理の状況は、処理人口ベースで、31,924人（平成26年3月31日現在

 農業集落排水施設 2,238人、漁業集落排水施設 78人、合併処理浄化槽 29,608人）、

46.1％が処理されており、残り37,317人（53.9％）が未処理の状況です。 

このため、生活排水を適切に処理することが重要であることから、平成27年度に「第４次香

川県全県域生活排水処理構想」（県構想）の見直しにあわせて、「三豊市生活排水処理構想」

（市構想）の見直しをおこないました。この構想は、三豊市全域を対象に、各種生活排水処理

施設を効率的に整備するため、整備区域、整備手法等について、関係機関と調整したものです。 

本計画は、この構想に沿い、川や海の水質保全と美しく快適な居住環境づくりに向け、合併

処理浄化槽の普及促進及び農業集落排水施設、漁業集落排水施設の利用促進等を目指し策定す

るものです。 

                                                   
1 生活排水とは、台所、風呂、洗濯等（生活雑排水）とトイレ（し尿）などの日常生活からの排水のこと。 
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２ ． 基 本 方 針  

２－１ 生活排水処理に係る理念，目標 

三豊市では、平成27年３月に改定した「三豊市環境基本計画」において、望ましい環境像と

して「水と緑を大切にする豊かな田園都市 みとよ」、生活環境面の基本目標として、「安全・

安心で健康に暮らせる環境を守ります」を掲げ、生活排水対策に取り組んでいるところです。 

しかし、水質については、公共用水域の河川及び海域に係る環境基準の達成率は42.9％であ

り、河川では高瀬川の下流及び支流、海域ではほとんどの地点において環境基準値を超過して

いました。このため、生活雑排水対策においては、合併処理浄化槽の普及など、汚濁負荷対策

を引き続き進めていく必要があります。 

そこで、市内の各地域の実情に対応した生活排水の処理方法を採用することを前提として、

未来の子供たちに水と緑の美しい快適な居住環境を残すことを目標とします。 

 

２－２ 生活排水処理施設整備の基本方針 

生活排水処理施設整備については、行政区域の地域特性（家屋の密集度、法的規制等）およ

び経済性・財政状況を十分に考慮して定める必要がある。したがって、生活排水処理施設整備

の基本方針は以下のとおりとします。 

① 人口密集地域における整備 

既成市街地等人口密集地域では、経済性の面から集合処理による方式が望ましいが、「三

豊市生活排水処理構想（平成19年３月）」の見直しの中で、財政検討を行った結果、集合処

理では、事業経営の収支見通しに現実性が欠けることから、合併処理浄化槽にて整備を行う

ことと結論づけました。 

本計画においては、「浄化槽設置整備事業」による合併処理浄化槽の設置を推進します。 

② 集落の形態をなしていない分散して立地している家屋等に対する整備 

家屋が散在している集落、集落から分散して立地している家屋等、集合処理施設の設置が

不適当な家屋については、各戸で合併処理浄化槽を設置します。 

本計画においては、人口密集地域同様、「浄化槽設置整備事業」による合併処理浄化槽の

設置を推進します。 

③ 単独処理浄化槽を設置している家庭・事業所に対する整備 

単独処理浄化槽を設置している家庭・事業所については、生活排水の処理推進のため、各

戸の状況を勘案しながら、「単独処理浄化槽撤去費補助事業」を活用して、合併処理浄化槽

への転換を呼び掛けていきます。 
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３ ． 目 標 年 次  

生活排水処理基本計画の目標年次は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条１項の規

定に基づく生活排水処理基本計画の策定に当たっての指針について」（衛環第200号 平成２

年10月８日 厚生省生活衛生局水道環境部 環境整備課長）によると「計画目標年次は原則と

して計画策定時より10～15年程度とし、必要に応じて中間目標年次を設けること」となって

います。 

また、「循環型社会形成推進交付金交付要綱」（環廃対発第050411001号 平成17年４

月11日 環境事務次官）によると交付金の交付期間は概ね５年以内としています。 

このことから、三豊市の生活排水処理基本計画の目標年次は、「三豊市生活排水処理構想」

との整合も考慮し、概ね10年後の平成37年度とします。また、平成32年度を中間年次、平成

47年度を長期計画年次として設定します。 

なお、概ね５年ごとに、又は諸条件に大きな変動のあった場合において、見直しを行うもの

とします。 
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４ ． 生 活 排 水 の 排 出 状 況  

三豊市における生活排水の排出の状況は、次表のとおりであり、平成25年度末において、総

人口69,241人のうち、31,924人（46.1％）について、生活排水の処理がされています。 

農業集落排水施設は、５地区（潟満、大浜、大見、北草木、上高瀬第一）、漁業集落排水施

設は、１地区（上新田）の整備が完了しています。 

合併処理浄化槽は、旧高瀬町、旧三野町にて、浄化槽市町村整備推進事業の整備が完了して

おり、それ以外の地域は、浄化槽設置整備事業を実施して計画的な設置整備を図ることとして

います。 

 

表１ 生活排水の排出の状況（処理人口）                 (単位：人) 

 平成25年度 備 考 

計画処理区域内人口 69,241

 水洗化・生活雑排水処理人口 31,924

  農業集落排水施設等 2,316

  （ 農 業 集 落 排 水 施 設 ） (2,238)

  （ 漁 業 集 落 排 水 施 設 ） (78)

  合併処理浄化槽等 29,608

  （浄化槽市町村整備推進事業） (7,660)

  （ 浄 化 槽 設 置 整 備 事 業 ） (20,951)

  （ そ の 他 ） (997)

 水洗化・生活雑排水未処理人口 29,342

 非水洗化人口 7,975

汚水衛生処理率 46.1％
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５ ． 生 活 排 水 等 の 処 理 主 体  

三豊市における生活排水等の処理主体は、次表のとおりです。し尿処理施設以外の施設につ

いては、三豊市もしくは個人等が処理主体となっています。一方で、し尿処理施設の処理主体

は中讃広域行政事務組合です。 

 

表 生活排水の処理主体 

処理施設の種類 対象となる生活排水等の種類 処理主体 

農業集落排水施設 し尿および生活雑排水 三豊市 

合併処理浄化槽 

（浄化槽市町村整備推進事業）
し尿および生活雑排水 三豊市 

合併処理浄化槽 

（浄化槽設置整備事業・その他）
し尿および生活雑排水 個人等 

単独処理浄化槽 し尿 個人等 

し尿処理施設 し尿および浄化槽汚泥 中讃広域行政事務組合 
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６ ． 生 活 排 水 処 理 基 本 計 画  

６－１ 生活排水の処理計画 

６－１－１ 処理の目標 

「基本方針」に揚げた理念、目標を達成するため、概ね全ての生活排水を施設で処理する

ことを目標とし、また、市内の各地区の実情に応じた処理方式を採用するものとする。 

 

生活排水処理の目標                          （単位：％） 

 現在 

（平成25年度）

中間年次 

（平成32年度）

目標年次 

（平成37年度）

長期計画年次

（平成47年度）

汚水衛生処理率 46.1 54.4 62.4 81.1 

 

人口の内訳                              （単位：人） 

 
現在 

（平成25年度）

中間年次 

（平成32年度）

目標年次 

（平成37年度）

長期計画年次

（平成47年度）

行 政 人 口 69,241 62,000 58,500 51,700 

水洗化・生活雑排水処理人口 31,924 33,479 36,519 41,926 

水洗化･生活雑排水未処理人口 29,342 22,213 17,283  7,685 

非 水 洗 化 人 口  7,975  6,038  4,698  2,089 

 

生活排水の処理形態別内訳（汚水処理人口普及状況）            （単位：人） 

 現在 

（平成25年度）

中間年次 

（平成32年度）

目標年次 

（平成37年度）

長期計画年次

（平成47年度）

計画区域内人口 69,241 62,000 58,500 51,700 

 水洗化・生活雑排水処理人口 31,924 33,749 36,519 41,926 

  農業集落排水施設等 2,316 2,090 1,992 1,780 

  （ 農 業集 落 排 水 施 設 ） (2,238) (2,020) (1,926) (1,721)

  （ 漁 業集 落 排 水 施 設 ） (78) (70) (66) (59)

  合併処理浄化槽等 29,608 31,659 34,527 40,146 

  （浄化槽市町村整備推進事業） (7,660) (6,859) (6,472) (5,719)

  （浄化槽設置整備事業） (20,951) (23,907) (27,213) (33,683)

  （ そ の 他 ） (997) (893) (842) (744)

 水洗化･生活雑排水未処理人口 29,342 22,213 17,283 7,685 

 非水洗化人口 7,975 6,038 4,698 2,089 

汚水衛生処理率 46.1％ 54.4％ 62.4％ 81.1％ 
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６－１－２ 生活排水を処理する区域および人口等 

三豊市が生活排水処理施設（公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、合併処

理浄化槽）を検討していく地域については、「第４次香川県生活排水処理構想 市町整備計

画作成マニュアル」に基づき、検討単位区域を定め、経済性、合併処理浄化槽の整備状況、

地区の特性、周辺環境、水源地の保全、地区の要望等から、処理方式を定めました。 

なお、生活排水処理施設の整備については、「第４次香川県全県域生活排水処理構想」（県

構想）および「三豊市生活排水処理構想」（市構想）に沿って進めます。 

 

６－１－３ 施設およびその整備計画の概要 

施設およびその整備計画の概要 

名 称 計画処理区域 計画処理人口 整備予定・年度 事業費見込 

浄 化 槽 市 町 村

整 備 推 進 事 業
高瀬・三野地区  

平成７年度～ 

平成19年度 
2,801百万円

浄 化 槽

設 置 整 備 事 業
  整備中 6,068百万円

農業集落排水施設

潟 満 地 区
370人 

(定住人口282人)

平成２年度～ 

平成４年度 
212百万円

大 浜 地 区
1,520人 

(定住人口1,420人)

平成８年度～ 

平成13年度 
786百万円

大 見 地 区
640人 

(定住人口662人)

平成11年度～ 

平成15年度 
454百万円

北 草 木 地 区
700人 

(定住人口604人)

平成10年度～ 

平成14年度 
408百万円

上高瀬第一地区
660人 

(定住人口649人)

平成６年度～ 

平成11年度 
386百万円

漁業集落排水施設 上 新 田 地 区
202人 

(定住人口202人)

平成３年度～ 

平成５年度 
138百万円

し 尿 処 理 施 設  
185㌔㍑／日 

中讃広域行政事務組合

平成２年度～ 

平成４年度 
5,263百万円

※浄化槽設置整備事業の事業費見込は平成47年度までの見込み。 
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６－２ し尿・汚泥の処理計画 

６－２－１ 現 況  

三豊市のし尿の収集・運搬及び浄化槽汚泥の収集・運搬については、許可業者によって実

施されています。また、三豊市のし尿処理及び浄化槽汚泥は、瀬戸グリーンセンター（中讃

広域行政事務組合）のし尿処理施設で処理されています。 

瀬戸グリーンセンターの現在の施設は、平成５年３月に竣工し、標準脱窒素処理＋高度処

理（凝集沈殿＋オゾン＋砂ろ過＋活性炭）による処理で、処理能力は185㌔㍑／日（し尿 

143㌔㍑／日，浄化槽汚泥 42㌔㍑／日）です。 

し尿・汚泥の最終処分については、瀬戸グリーンセンター内にあるかがわコンポスト事業

所（汚泥再資源化施設）で、し尿処理施設等から発生する汚泥を堆肥化（ハイクリーンかが

わ）して販売しています。 

 

６－２－２ し尿・汚泥の排出状況 

６－１－１の「生活排水の処理形態別内訳」に基づいたし尿・汚泥の排出状況は、次表の

とおりです。 

                                 （単位：㌔㍑/日） 

 
現在 

（平成25年度）

中間年次 

（平成32年度）

目標年次 

（平成37年度） 

長期目標年次 

（平成47年度）

く み 取 り し 尿 16.81  8.45  6.58  2.92 

単独処理浄化槽 17.12 16.66 12.96  5.76 

合併処理浄化槽 30.64 37.99 41.44 48.17 

合  計 64.57 6310 60.98 56.85 

※中間年次、目標年次、長期目標年次における原単位は，「汚泥再生処理センター等施設整備の計

画・設計要領2006改訂版」（公益社団法人 全国都市清掃会議）に基づき，くみ取りし尿1.4

㍑/人･日，単独処理浄化槽0.75㍑/人･日，合併処理浄化槽1.2㍑/人･日とした。 
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６－２－３ し尿・汚泥の処理計画 

① 収集・運搬計画 

し尿・浄化槽汚泥の収集・運搬・最終処分については、現行どおり、今後も許可業者によ

り収集・運搬するものとします。 

 

② 中間処理計画 

し尿・浄化槽汚泥は、今後も瀬戸グリーンセンターで中間処理を行うものとします。 

 

③ 最終処分計画 

し尿処理施設で発生する汚泥は、有機質に富んだ良質な汚泥であり、かがわコンポスト事

業所（汚泥再資源化施設）堆肥化して販売しており、今後も引き続き堆肥化し販売していく

ものとします。 
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６－３ その他 

６－３－１ 市民に対する広報，啓発活動 

し尿および浄化槽汚泥の処理については、衛生的な処理が行われています。しかし、生活

雑排水の処理については、今後の各種事業の進捗状況で大きく変化します。 

生活雑排水は、台所、風呂、洗濯等各家庭内に発生源を持つため、行政側が一方的に規制

することが困難です。このため、生活雑排水対策の実質的な主体は、住民であり、住民の理

解と協力に大きく影響されます。したがって、市民が生活環境・水環境および公共用水域の

状況に目を向け、生活雑排水がどのように汚濁に影響しているかを認識する必要があります。 

これらのことから、生活排水対策の必要性、浄化槽管理の重要性について住民に広報・啓

発活動を実施します。特に、台所での対策等、家庭でできる対策について周知を図るととも

に、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を促進していきます。 

また、浄化槽については、定期的な保守点検、清掃および定期検査について広報等を通じ

てその徹底に努めるものとします。 

 

６－３－２ 地域に関する諸計画との関係 

香川県においては、生活排水の適正処理を目標として「第４次香川県全県域生活排水処理

構想」（県構想）が策定されており、この中では市町毎に生活排水処理にかかる整備方針が

取りまとめられています。 

三豊市では本計画の立案に先だって、上記県構想の策定に合わせて、関係機関と計画内容

の調整を行っています。 

以上のように、本計画を推進するためには、これら関連計画との調整を図りながら、計画

区域内の適正な事業の運営に努めます。 

 



三豊市生活排水処理基本計画図

上新田地区漁業集落排水施設（整備完了）

大見地区農業集落排水施設（整備完了）

潟満地区農業集落排水施設（整備完了）

上高瀬第一地区農業集落排水施設（整備完了）

1:100,000

大浜地区農業集落排水施設（整備完了）

北草木地区農業集落排水施設（整備完了）

記号 色区分

公共下水道（狭義） 赤色

特定環境保全公共下水道 桃色

農業集落排水施設 緑色

漁業集落排水施設 青色

林業集落排水施設 茶色

コミュニティ･プラント 黄色

合併処理浄化槽（市設置型） 水色

合併処理浄化槽（個人設置型） 灰色

凡　　　　　　　　　　例

区　　　　　分

生
活
排
水
処
理
施
設


